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中国／一般概況

基本情報

北京市首 都

中国語言 語

1 中国元（CNY） ＝ 20.99円 （2025年2月12日時点）通 貨 ・ レ ー ト

1月1日から12月31日まで。会社が独自に決定することはできない。会 計 年 度

仏教、イスラム教、キリスト教など主 な 宗 教

人民民主共和制政 治 体 制

 2022年10月に開催された第20回全国代表大会において、習氏の総書記としての3期目の継続も決定されると共に、

最高指導部となる常務委員会等の委員が選出された。

 同大会で採択された中国共産党規約の改定版には、習総書記の「核心」としての地位擁護が党員の義務として記

載されるなど、政治的な安定性は非常に高いと想定される。

政治的安定性

外務省によると、新疆ウイグル自治区とチベット自治区は、渡航、滞在に当たって十分注意が必要となっている。そ

の他の地域では、危険情報は発令されていない。中国の治安状況は全体としては安定しているが、中国の国土は広

く、地域によっては民族や宗教に起因する事件も発生している。

新疆ウイグル自治区では，2009年に区都ウルムチ等で発生した暴動により多数の死傷者を出した。その後も、同自

治区のカシュガル地区やホータン地区で無差別殺傷事件等が発生しており、2014年にはウルムチ市の駅前や市場

付近での無差別殺傷事件や、2015年にはアクス地区においてテロ集団による炭鉱襲撃により、多数の死傷者が出て

いる。

チベット自治区では、2008年に僧侶等によるデモが相次ぎ、デモ参加者の一部が暴徒化するなどして多数の死傷

者が出た。その後も僧侶の焼身自殺事案が発生したことから、当局は一定の警戒態勢を敷いている。

上記自治区以外の地域においても、2013年10月に北京市の天安門に車が突入して死傷者が発生した他、2014年

3月に雲南省昆明市の駅構内で無差別殺傷事件が発生するなど、民族や宗教に絡む凶悪な事件が発生している。

治 安 情 勢

（出所） 外務省ホームページ、海外安全ホームページ、JETRO ホームページ、みずほ銀行
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中国／一般概況／経済

人口動態、および人口成長率・年齢別人口構成

人口動態、および人口成長率

 人口は2021年に約14.2億人超でピークを迎えた以降は減少傾向になり、2050年には約12.6億人まで減少する見込みである。

 高齢化が加速し、2040年には超高齢社会※に突入すると見込まれている。

2030年以降は予測値

（出所） 国際連合「World Population Prospects」、公益財団法人長寿科学振興財団 健康長寿ネット「日本の超高齢社会の特徴」 （2026年3月時点）
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中国／一般概況／経済

都市化率、上位5都市の人口

 2018年に世界の都市化率は約55%であるのに対し、中国では急速に都市化が進んでおり、2030年には都市化率が70%を上

回るとされる。

 人口上位5都市全ての都市で継続的に人口増加が予測されている。

※都市化率とは、都市部に住む人口の割合。

都市化率※

（出所） 国際連合「World Urbanization Prospects」, City Population （2026年3月時点）
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中国／一般概況／経済

GDP、GDP成長率、1人当たりGDP

名目GDPおよび実質GDP成長率

1人当たり名目GDP

 実質GDP成長率は過去10年は7%程度の高い水準で安定していたが、新型コロナの影響もあり、2021年に2.2%まで急落し

た。2021年にはコロナ前水準を超えて8.6%まで回復したが、2022年には再び社会情勢の変化に伴い3.0%まで低下した。

 2025年には名目GDPが約19.5兆US$まで成長する見込みである。

（出所） 国際通貨基金（IMF） 「World Economic Outlook 2024 Database」、世界銀行（2026年3月時点）
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中国／一般概況／経済

所得分配

（出所）World Bank Group Databse （2026年3月時点）

 第3五分位と第2五分位の所得人口は、過去20年間で増加傾向にあったが、第5五分位の所得人口は徐々に減少している。
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中国／一般概況／経済

インフレ率・為替レート

（出所） 国際通貨基金（IMF）「World Economic Outlook Database、Investing.com （2026年3月時点）

インフレ率 為替レート

 2023年のインフレ率は食品やエネルギー価格の低下などの影響を受け0.2%まで低下したが、2026年以降は約0.7%まで上

昇すると予想されている。
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中国／一般概況／経済

耐久消費財の総生産

（出所） Atradius report （2025年3月） （2026年3月時点最新）

耐久消費財の総生産（前年比%）

 耐久消費財の総生産は、2024年に10.9%増加し、 2025年には、成長率は約4.7％になると予想されている。

1.9

6.3

10.9

4.7

0

2

4

6

8

10

12

2022 2023 2024 2025

2025年以降は予測値

Note: 中国における耐久消費財の普及率に関する情報が不足しているため、耐久消費財の総生産の関する情報を含めた。

（％）



11

中国／一般概況／規制

外国投資法

「外商投資参入特別管理措置（ネガティブリスト）」に定める外国投資者の「出資比率」の制限

 制限業種への投資は、原則として外資100％は認められないが、外資の参入許認可を受けた場合、外国投資者は中国において投資することができる

特別法の規定に基づく「その他の制限条件」

 中国政府国務院および各業種主管部門が制定する特別法に「制限業種」の具体的条件が定められている

 原則として「制限業種」について外資100％は認められないが、「特別法」に定める投資条件に合致すれば「制限業種」に投資することが可能

規制業種・
禁止業種

 「外商投資法」の施行により、「中外合資経営企業法」（合弁企業法）および「中外合作経営企業法」（合作企業法）は2020年に廃止され、中外合弁企業、

中外合作企業への外国投資者の出資比率についての25％以上という制限はなくなった

 現在は、中国の法律により中国国内で登記され設立した企業は、外国投資者の出資比率を問わず、全て外商投資企業に分類され、「外商投資法」およ

びその実施細則の規制を受ける。

 現行の法律では外資独資企業、中外合弁企業、中外合作企業に対し、特別な審査認可手続きや、出資比率が25％を超過してはじめて租税優遇を享受

できるという規定はなくなっている。（従前の規定においては、外国投資者の出資比率が25％を下回る外商投資企業については、法律、行政法規に別途

規定がある場合を除き、その投資総額の範囲内で輸入する自社用設備、物資についての税金減免の優遇措置を受けることができず、その他の徴税に

ついても外商投資企業への優遇措置を享受することができなかった）

出資比率

 2013年12月28日の会社法改正、2015年10月28日の「外商投資株式有限公司の若干問題に関する暫定規定」、「外国投資家が投資により投資性会社

を設立・運営することに関する規定」の改正により、最低限度額の規制はなくなった

資本金に関する
規制

 土地の所有権は原則として国家に帰属し、外国企業の土地所有は認められない。ただし、土地の使用権は認められる
外国企業の
土地所有の可否

 「外商投資参入特別管理措置（ネガティブリスト）（2021年版）」（2022年1月1日施行） により、制限、禁止業種が指定された。

 また、工商投資分野の重複を避けるため、投資禁止リスト（2004年4月～）が発表された。

 2020年、外国投資法 （FIL: Foreign investment law）は、旧規制の下で設立された外国企業に対して5年間の移行期間を導入し、その後は中国企業と同じ国内法 （会社法な

ど）が適用される。

 ＦＩＬは、ネガティブリスト管理システム、外国投資情報報告システム、外国投資証券審査システムなど、外国投資に関する様々な規制制度を1つの文書に統合している。

 強制的な技術移転を禁止することで、知的財産権（IPR: Intellectual property rights）の保護を強化し、投資家が行政上の不正行為を報告できる仕組みを作ることで、外国投資

家の懸念に対処することを目的としている。

 2023年2月、不信用企業リスト （Unreliable Entity List）には、ロッキード・マーティン社 （Lockheed Martin Corp.）とレイセオン・ミサイルズ&ディフェンス社 （Raytheon Missiles
& Defense） が含まれている。これにより、中国内での通常の事業活動に制限がかかる。さらに、この2社は台湾への軍事販売額の2倍に相当する罰金を科され、輸出入活動、

さらなる投資、中国における外国人要員の活動や駐在の禁止の対象となっている。

海外からの直接投資に関する規制について

（出所） JETRO ホームページ、 アメリカ国務省ホームページ、
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中国／一般概況／規制

会社法 （1/4）

 2023年、中国の立法府は会社法の改正を承認し、会社資本、コーポレート・ガバナンス、清算プロセス、株主権などに関する

規制を大幅に修正した。

 改正された中国会社法は、株主の権利保護を強化しつつ、株式発行や企業構造などの面で柔軟性を高めることで、中国で

活動する既存企業と新規企業の双方に実質的な影響を与える。

 海外の投資家や企業は、改正された中国会社法に精通し、投資に対する潜在的な影響を強化することが強く推奨される。

（出所） CHINA BRIEFINGホームページ
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中国／一般概況／規制

会社法 （2/4）

 2023年の会社法では、取締役会の役割と権限は、3つのカテゴリーに分別される。1） 法律によって委任されたもの、2） 定款 （the Articles of Association:
AoA）によって明記されたもの、3） 株主総会によって委任されたもの。

 加えて、株主総会において、社債の発行など、一定の意思決定権を取締役会に委任することも認められている。

概要説明変更内容

• 2023年の会社法では、法定代理人の選任基準が拡大され、会社を代表して業務を行う取締役や管理職も含まれることになった。法定代理人の選任範囲の拡大

• 2023年の会社法は、株主の情報へのアクセス権を拡大し、株主に臨時株主総会を招集する権限を与え、株主が自社株買いを要求できるようにすることで、

株主の権利を強化した。
株主権に関する規定の変更

• 2023年の会社法により、株主の情報アクセス権が拡大された。第57条では、株主が会計伝票と帳簿の両方を閲覧することを許可した。さらに、株主は、会

計事務所や法律事務所などの仲介業者に依頼して、定款、株主名簿、議事録、取締役会決議、財務報告書などのさまざまな会社文書を確認することがで

きる。

• 株式会社の場合、3%以上の株式を180日以上保有する株主は、会計伝票と帳簿の両方を確認することができる。また、2018年の法律で閲覧が制限され

ていた社内資料の複製も認められている。

• さらに、新法は株主に100%子会社の関連資料を閲覧・複製する権利を与えている。

情報アクセス権の拡大

• 2023年の会社法では、出資義務のある株主の権利喪失に関する規定が追加された。第51条に基づき、株主が有限責任会社 （Limited Liability 
Company：LLC） 設立後の所定の期間及びその後の猶予期間内に出資金を支払わなかった場合、株主は未払い出資金の持ち分を失う。

出資不履行による株主権の喪失

• 2023年の会社法では、第189条に新たな条項が設けられ、完全子会社の取締役、監督者、上級管理職が法令や定款に違反して会社に損害を与えた場合、

株主はこれらの取締役、監督者、上級管理職を訴えることが可能になった。

• LLCの株主、または株式会社の1%以上の株式を180日以上保有している株主は、子会社の監査役会または取締役会に対し、人民法院に書面による請求

を提出するか、自らの名義で直接訴訟を起こすよう要請することができる。

100%子会社の役員・経営陣に対
する訴訟提起権

• 2023年の会社法では、株主全員の同意があれば、小規模な有限責任会社 （LLC）や、少数株主の会社は監督者を置かないことができる。この変更により、

小規模LLCのコーポレート・ガバナンスの柔軟性が向上する。
小規模なLLCの監督者不在

コーポレート・ガバナンス体制に関する変更

（出所） CHINA BRIEFINGホームページ
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中国／一般概況／規制

会社法 （3/4）

概要説明変更内容

• 2023年の会社法は、株主が複数の支配会社を利用して債務を回避しようとし、会社の独立した法的地位と有限責任を悪用して債権者に損害を与えた場合、各会

社はいずれかの会社の債務に対して連帯して責任を負うと規定している。これを水平的人格無視、という。

• この改正は、債権者保護を強化し、公正なビジネス環境を確保することを目的としている。

新たに追加された「水平的
な」企業人格無視

2023年の会社法では、有限責任会社 （LLC）および株式会社が取締役会に「監査委員会」を設置するオプションが導入された。この新たな規定により、独立した監

督委員会や監督委員の任命は不要となる。取締役で構成される監査委員会は、従来、監査役会が担ってきた監督上の責任を負う。

監査委員会の主な特徴：

a） 構成：

• 株式会社では、監査委員会の委員は3人以上でなければならない。委員の半数以上 （委員が3名の場合は2名以上）は、社内で他の役職に就いておらず、独立

した判断を損なう恐れのあるポジションを有しない取締役でなければならない。

• 取締役会の従業員代表は、株式会社でもLLCでも監査委員を務めることができる。

b） 審議及び議決権行使の手続き：

• .監査委員会の決議は、委員の過半数の賛成を得なければならない。

• 各委員は、決議に対して一票を有する。

• 会社の定款 （AoA）には、会社法に別段の定めがある場合を除き、監査委員会の審議および議決手続きの概要を記載する必要がある。

• 会社は、AoAに従い取締役会内に他の委員会を設置することができる。

新法は、株式会社や上場会社については監査委員会の具体的な運営方針を示しているが、LLCについては詳細な手続きを定めていない。この変更は、企業の監

督機能を合理化し、ガバナンスを強化することを目的としている。

監査委員会の設置

• 2023年の会社法では、小規模の株式会社や株主数が限られている会社に、取締役会を設置しない選択権を与える新たな規定が導入された。会社は、取締役会

が通常有する機能と権限を実行するために、1人の取締役を指名することができる。この選任された取締役は会社の管理職を兼任することができる。
小規模な株式会社における

取締役会の不設置

• 2023年の会社法では、取締役会の機能と権限は、法定機能、AoAに規定された機能、および株主総会によって委任された権限の三つの要素から構成されること

が明確になっている。また、社債の発行など、取締役会の権限に属する事項について、株主総会が取締役会の意思決定を委任できるようにした。これにより、

コーポレート・ガバナンスの柔軟性と効率性が高まる。

株主総会による取締役会へ
の権限委譲容認

コーポレート・ガバナンス体制に関する変更（つづき）

（出所） CHINA BRIEFINGホームページ
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中国／一般概況／規制

会社法 （4/4）

概要説明変更内容

• 2023年の会社法では、会社の設立と決済に関する重要な変更が行われた。特に一人会社における制限が緩和された。これにより、個人が独立して設立できる

会社の幅が広がり、個人で設立する企業数が増加する。

• 特に、2018年の会社法では、株式会社の設立には最低二人の個人が必要であったが、新法では個人一人による株式会社の設立を認めている。

一人会社規制の緩和

• 2023年の会社法第240条は、債務を負っていないか、またはすべての債務を清算した会社に対して、簡素化された登記抹消手続きを導入している。この手続き

には株主全員の同意が必要である。

• 簡易登録抹消の手続きには、最低20日間、全国企業信用情報開示システム （The National Enterprise Credit Information Disclosure System） を通じて登録

抹消の意思を表明することが含まれる。この期間中に異議が申し立てられなければ、会社はその後20日以内に会社登記当局に登録抹消申請を行うことができる。

登録抹消手続きの簡素化

• 2023年の会社法は、すでに営業許可が取り消されているが、まだ登録抹消を完了していない会社に対して「強制登録抹消」メカニズムを導入している。

• 第241条は、会社が営業許可を取り消されたり、閉鎖命令を受けた後、3年間に清算を完了していない場合、会社登記当局は登録抹消を開始することができると

規定している。この手続きには、全国企業信用情報開示システム （The National Enterprise Credit Information Disclosure System） を通じて登録抹消する意

思を表明し、少なくとも60日間の通期を会社に与えることが含まれる。この期間内に異議が申し立てられなければ、当局は会社の登録を取り消すことができる。こ

のことは、元株主及び清算義務者の責任を変更するものではない。

• この仕組みは、中国における「ゾンビ企業」、すなわちもはや活動していないが正式に市場から撤退していない企業の問題に対処することを目的としている。

強制登録解除

• 第230条は、一定の条件下で、会社が自主解散後も事業を継続することを認めている。これは、会社の定款 （AoA）が株式総会の決議によって修正され、会社の

財産が株主に分配されていない場合に発生する可能性がある。

• この規定は、会社が定款 （AoA）に定められた営業期間の満了やその他AoAに定められた解散自由により解散し、かつ、株主総会において解散決議がなされた

場合に適用される。

• 有限責任会社（LLC）の場合、決議および定款 （AoA）の修正は、株主の議決権の2／3以上の多数による承認を必要とする。株式会社の場合は、株主総会に出

席した株主の議決権の2/3以上の多数による承認が必要となる。

任意解散の回復規定

• 第232条は、清算中は取締役が清算人となることを定めている。取締役は、解散自由が生じた日から15日以内に清算結了グループを形成しなければならない

• 取締役は、この清算グループのデフォルトメンバーである。もし、清算債務者がその義務を速やかに履行せず、会社や債権者に損害を与えた場合、清算債務者

は賠償責任を負う。

清算人たる取締役

会社設立及び清算手続きの変更

（出所） CHINA BRIEFINGホームページ
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中国／一般概況／規制

外貨持出規制

 従来、外貨の持出限度額は、居住者、非居住者区分により区別されていたが、「外貨建て現金の海外への持出または海外か

らの持ち込みに関する暫定管理弁法【匯発「2003」102号】」で以下のように統一された。

入国時
（持ち込み）

出国時
（持ち出し）

5,000US$
以上

税関への申告が必要

5,000US$
以上

・5,000US$以下は、申請不要
・10,000US$以上の持ち出しには、

国家外貨管理局からの許可印が必要※2

外貨指定銀行への申請が必要※１

（出所） JETRO ホームページ、在中国日本国大使館ホームページ

※2：原則として外貨建て持出現金は10,000US$を越えてはならず、以下特殊事
情のいずれかに該当する場合、外貨管理局に申請を行うことができる。
1. 出国人数が比較的多い団体
2. 出国期間・旅程が比較的長い科学視察団
3. 政府幹部の訪問
4. 戦乱地域・外貨規制の厳格な地域・金融環境の劣る地域への出国者
5. その他特殊事情

※1：申請により携帯証の入手が必要
携帯証（外貨持出許可書）は、各外貨業務指定銀行の分行および分行以上の機構で発行を受ける。個人の外貨預金が分行以下の
機構にあり、携帯証が必要な場合は本人の有効なパスポートを持参の上該当機構所属の分行にて携帯証を申請する。尚、携帯証
は、現金を口座から払い出す際に申請する必要がある。携帯証は発行日より30日間有効であり、また、携帯証に関連する、パス
ポートコピー、ビザ、その他関連書類を3年間保管する必要がある。携帯証を紛失した場合、携帯証発行銀行から証明書類を発行し

てもらった後、銀行所在地外貨管理局の審査を受け、誤りがなければ、国家外貨管理局が批准書を発行し、外為指定銀行にて再発
行手続きを行うことができる。
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中国／一般概況／規制

経済特区（1/2）

 中国国内の経済特別奨励区は、経済特区、経済技術開発区、ハイテク開発区、保税区の４つに分類される。

 この他にも、自由貿易試験区、長江デルタ区域（長三角）、サービス貿易イノベーション発展試験区、深圳特色社会主義先行モ

デル区、北京サービス業拡大開放の総合モデル区が設置された。
主な経済特区

（出所） JETRO ホームページ

その他の優遇政策輸入設備の免税法人税制概要
経済特別奨
励区の種類

①プロジェクト審査認可権限

中国は、経済特区に対外経済活動についてやや大き

な自主権とプロジェクト審査認可権限を与えている。

②輸出入貨物の関税優遇

「税関法」および「輸出入関税条例」に基づき、経済特

区等の特定地区の輸出入貨物の関税に対し、関連規程

に従い減税または免税等の税制優遇措置を与える
2009年1月1日より、「国務院による輸入設備

税収政策の調整に関する通知」のうち、国が

発展を奨励する外商投資プロジェクトの輸入

自社用設備、加工貿易において外国投資家が

無償提供する輸入設備および契約に基づき上

記設備に伴って輸入する技術および関連部品、

備品について、輸入段階の増値税の徴収を再

開し、元の規定の範囲内においては引き続き

関税は免除する。

国が重点的に支援するハイテク企業

は、経済特区および上海浦東新区内

で取得する所得について、最初の生

産経営収入の属する納税年度から

起算して、1年目から2年目までは企

業所得税は免除、3年目から5年目ま

では25％の法定税率を半減して企業

所得税を徴収する。

2022年9月時点で、中国には7つの経済特区が

ある。（深セン、珠海、汕頭、廈門、海南、喀什、

霍爾果斯、新疆ウイグル自治区）。

経済特区の特徴は、①管理体制：相対的に独立

した行政区域である。②経済構造：工業が柱と

なり、それに貿易が組み合わさって発展する外

向型総合経済となっている。③輸入関税：管理

範囲内で輸入される生活消費財および市場の

物資の多くが関税を減免される。

経済特区

①生活消費財の免税

開発区内に居住する外国側人員が携行輸入して自ら

用いる生活用品と交通手段（合理的数量に限る）につい

ては、関税と増値税が免除される。

②国の財政援助

国は開発区のインフラ整備用に低利の開発ローンを一

定期間提供する。開発区の財政収入の増加分は一定期

間、開発区に留保して使用することができる。これは中国

政府の開発区建設に対する支援措置である。

③輸出製品の免税

開発区企業の製品を輸出する場合、国が別途定める

少数の品種を除き、輸出関税と増値税が免除される。

―

中国の経済技術開発区は1984年に登場した。

主に沿海地区に分布し、2015年3月末時点で

219の国家クラスの経済技術開発区が設立され

ている。

経済技術開発区の特徴は、所在地の政府の直

接の指導と管轄の下、何らかの特別政策が実

施され、工業と科学技術産業が発展する経済区

域という点である。

先進的な工業・製造業およびハイテクプロジェク

トを優先的に発展させることを主な目的としてい

る。

経済技術開
発特区

比率直近1年の販売収入による企業の分類

6%を下回らないこと5,000万元未満

4%を下回らないこと5,000万～2億元

3%を下回らないこと2億元以上

国が重点的に支援するハイテク企業

1. 核心となる自主知的財産権を有すること。

2. 企業が自主研究開発、譲受、受贈、合併買収等の方式により、主要製品（サービス）に対して技術面でコアとなる効果を発揮する知的財産権の

所有権を得ること。

3. 企業の主要製品（サービス）に対してコアとなる効果を発揮する技術が「国が重点的に支援するハイテク分野」の規定する範囲に属していること

4. 企業の直近3会計年度の研究開発費用が販売収入に占める割合が右図の比率を下回らないこと。

5. 直近1年のハイテク製品（サービス）収入が企業の当年度総収入の60％以上を占めること

6. 研究開発および関連の技術革新活動に従事する科学技術者が企業の当該年度従業員総数の10パーセント以上を占めること

7. 企業の革新能力の評価が関連の要求に達していなければならない

8. 企業で認定申請する前の1年間に、安全、品質管理の重大事故あるいは重大な環境に関わる違法行為が発生していないこと
このうち、企業の中国国内で発生した研究開発費用の総額が全ての研究開発費用の総額に占め
る割合が60パーセントを下回らないこと
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中国／一般概況／規制

経済特区（2/2）

主な経済特区（つづき）

（出所） JETRO ホームページ

その他の優遇政策輸入設備の免税法人税制概要
経済特別奨
励区の種類

①ハイテク政策

ハイテク企業の開発する科学技術プロジェクトは、科学技術部の実施する「国家火炬（たいまつ）

計画」に合致すれば、国の優遇ローン、税収優遇等の政策を受けることができる。

②ベンチャーキャピタル投資

2003年に「外商投資創業投資企業管理規程」が公布され、外国投資家または外国投資家と中国

法に基づいて登録設立された会社、企業、またはその他の経済組織は、上記規定に基づき中国国

内でベンチャーキャピタルを経営内容とする外商投資企業を設立することができる。

③研究開発センター

2009年1月1日より、「税関総署による外商投資をさらに奨励するための関連輸入税収政策に関

する通知」（署税[1999]791号）において定める、外商投資企業および外商投資により設立する研究

開発センターが技術改造プロジェクトを行うために輸入する自社用設備およびその関連技術、部品、

備品について、輸入段階の増値税の徴収を再開し、旧規定の範囲内において関税は引き続き免除

する。自ら開発した技術の譲渡収益については増値税が免除される。新技術、新製品、新工程の開

発のために生じる研究開発費用は、課税所得額を計算する際に無形資産として当期損益に計上し

ない場合、規定に従い事実に基づいて控除した上で、研究開発費用の50％を加算して控除すること

ができる。無形資産とする場合は、無形資産コストの150％として償却する。

その他の外商投資企業と

同様に、国の定める奨励

類投資プロジェクトに該当

すれば、生産に欠かせな

い設備を関税免除で輸入

することができる。

ハイテク開発区内であ

るか区外であるか、外

資企業であるか、内資

企業であるかを問わ

ず、国が重点的に支

援する必要のあるハイ

テク企業には、15％の

税率で企業所得税が

徴収される。

ハイテク開発区は主に、全国の各省

都・市・自治区の条件の整った都市に

分布しており、中国政府が承認した国

家クラスのハイテク開発区は168とな

る。

ハイテク開発区は、所在地の市政府

が指導し、省・市がハイテク産業の発

展を目的として共同で設ける科学技

術経済区域であり、認定を受けた企

業だけが優遇政策を受けることができ

る。

開発区の創設以来、中国政府は一連

のハイテク産業開発区の優遇政策を

制定し、「中華人民共和国科学技術

進歩法」を公布・施行し、ハイテク開発

区の発展をより いっそう推進している。

ハイテク
開発区

①外貨政策

税関特殊監 督管理区域内と中国国内 区外との間での物品貿易による取引は、人民元または外

貨建値で決済することができる。サ ービス貿易による取引は人民元建値で決済しなければならない。

区内の機構の間での取引 は、人民元または外貨建値で決済することができる。区内の行政管理機

構の各種の手数料は 人民元建値で決済しなければならない。

②輸出による税金還付

保税区が設けられた後、国家税務局の規定および税関監督管理規則の規定により、国内貨物が

保税区に入った場合は輸出とみなし、税金還付手続きを行うことができるようになった。また、「輸出

貨物、労務増値税と消費税政策に関する通知」（財税[2012]39号）により、輸出企業あるいはその

他の企業が税関の通関申告を経て、保税区内の企業あるいは海外企業に販売する場合は、輸出と

みなされる。

③独立審査認可権限

保税区内に設立される保税区管理委員会は、保税区企業の管理を行い、当該地区の政府部門の

指導を受ける。保税区企業は保税区管理委員会の認可を取り付け、保税区内の登記機関で登記さ

れた後に成立する。なお、保税区内の非生産型企業の最低登録資本金は20万US$とされている。

保税区の輸出入貨物につ

いては、輸出入許可証の

受領が免除される。保税

区のインフラ整備のため

に輸入する機器・設備、イ

ンフラ資材等の必要材料

は、いずれも免税とされる。

中国の保税区では属

地原則による課税が

行われるため、地域に

よって税制優遇政策に

差異が生じている。

例えば、天津港保税

区では開発区の税制

優遇政策が適用され、

経済特区、浦東新区

における保税区の税

制優遇政策とは異なる。

2022年9月時点で、上海外高橋保税

区の他、大連、天津、青島、張家港、

寧波、福州、スワトウ、アモイ象嶼、広

州、深セン（福田、塩田港および沙頭

角）、珠海、海口等に33の保税区があ

る。

保税区は税関が監督管理を行う特殊

な区域である。当該区域内では、外国

から輸入された貨物を「保税」すること

（すなわち関税の賦課が保留された

状態で置いておくこと）ができ、このた

め、外国から保税区に輸入される貨

物は、保税区に入る段階では正式の

通関手続きを行う必要がない。

保税区
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中国／医療関連／医療・公衆衛生

健康水準および医療水準

 2021年時点の平均寿命は77.6歳、健康寿命は68.6歳である。

健康水準・医療水準を示す主な指標

注1）収縮期血圧（SBP）140以上もしくは拡張期血圧（DBP）90以上を高血圧とする
注2）BMI30以上。BMIは「体重（kg）÷（身長（m）×身長（m））」で算出される。

女 性男 性

80.5歳75.0歳
平均寿命 （2021年）

77.6歳

70.1歳67.2歳
健康寿命 （2021年）

68.6歳

6.6人
5歳以下の乳幼児死亡率
1,000人当たり（2022年）

16.3人－
妊産婦死亡率
10万人当たり（2023年）

24.1%30.2%
30歳から79歳の人口に占める
高血圧注1）患者の割合 （2019年）

7.6%8.8%18歳以上の人口に占める
肥満注2）の人の割合 （2022年）

1.4%44%
15歳以上の人口に占める
喫煙者の割合 （2025年）

（出所）世界保健機関（WHO）「Global Health Observatory （GHO） data」 （2026年3月時点）
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中国／医療関連／医療・公衆衛生

医療費支出額

（10億US$）

（US$）

医療費支出総額と政府の医療費支出、政府の負担割合

1人当たり医療費の推移

（%）

（出所） 世界保健機関（WHO）「Global Health Expenditure Database」 （2023年3月時点）

政府以外の医療費支出

政府の医療費支出

政府以外

政府

医療費支出総額における
政府の負担割合

※1：2026年3月時点のWHOのデータから計算
※2：全てUS$の2022年価値で計算

 医療費支出総額は年々増加し2023年には10,860億US$を突破した。政府の負担割合は近年55%前後で推移している。

 １人当たりの支出は年々増加傾向にあり、2023年には763US$に達した。

0

200

400

600

800

1,000

1,200

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

131 133 150 166 178 192 205 218 253 309 332 374

2000

472 514 568 611 664

424

797 853 884
1,020 1,086

723

0

200

400

600

800

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

43 44 50 56 64 73 82 98 134 165 189
239

2000

329 362 393 398 440

285

539 583
670

755 763

504

※上部の数字は合計
※3：Current Health Expenditureを医療費支出総額として計算
※4：Domestic General Government Health Expenditureを政府の医療費支出として計算

22 23 25 28 30 33 35
39

45
49 52 54 56 57 58 60 58 57 56 56 55 54

58 57
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中国／医療関連／医療・公衆衛生

疾病構造・死亡要因【大分類】

死亡要因の割合 （1990年⇒2021年）

1990年 2021年

71.7%

17.0%

11.2%

非感染性疾患 感染性疾患 事故等

 中国における死亡要因は、「非感染性疾患」が占める割合が最も大きく、2021年は90％超であった。

 「感染性疾患」の割合が1990年から大きく減少しており、疾病構造としては典型的な先進国のもの（非感染性疾患が大半を占

める）に変化している。

（出所）Institute of Health Metrics and Evaluation 「Global Burden of Disease Study」 （2021） （2025年2月時点）

91.0%

0.1%

5.9%

3.0%

COVID-19
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中国／医療関連／医療・公衆衛生

疾病構造・死亡要因【中分類】

 非感染性疾患の中では、脳卒中、虚血性心疾患が2021年の主要な死因となっている。

（出所） WHO

2021年の死因トップ10

死亡者数（人口10万人
あたり）

死因

177.92➀ 脳卒中

137.2➁ 虚血性心疾患

89.47➂ 慢性閉塞性肺疾患

54.59➃気管、気管支、肺がん

35.7
➄アルツハイマー病およびそ
の他の認知症

29.9➅ 胃がん

23.08➆ 高血圧性心臓病

19.81➇ 食道がん

18.67➈ 結腸がんおよび直腸がん

17.42➉ 交通事故による怪我

合計

死亡者数（人口10万人
あたり）

死因

197.36➀ 脳卒中

145.48➁虚血性心疾患

99.71➂ 慢性閉塞性肺疾患

70.2➃気管、気管支、肺がん

40.74➄ 胃がん

30.12➅ 食道がん

25.35➆交通事故による怪我

22.81➇ 高血圧性心臓病

22.74➈ 結腸がんおよび直腸がん

22.04
➉ アルツハイマー病やその
他の認知症

死亡者数（人口10万人
あたり）

死因

157.64➀ 脳卒中

128.56➁ 虚血性心疾患

78.79➂慢性閉塞性肺疾患

49.94
➃アルツハイマー病やその
他の認知症

38.3➄ 気管、気管支、肺がん

23.38➅ 高血圧性心臓病

18.6➆ 胃がん

14.43➇結腸がんおよび直腸がん

13.72➈ 腎臓病

13.07➉ 下気道感染症

男性 女性
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中国／医療関連／医療・公衆衛生

疾病構造・死亡要因【中分類】

 2000年から2021年にかけて、心血管疾患、悪性新生物、呼吸器疾患が死因の上位3位を占めている。

（出所） WHO

疾患

心血管疾患

悪性新生物

呼吸器疾患

不慮の外傷

呼吸器感染症

消化器疾患

神経学的状態

感染症および寄生虫症

新生児の状態

意図的な損傷

泌尿生殖器疾患

糖尿病

1

2

5

2000

ランク ランク

2021

疾患

心血管疾患

悪性新生物

呼吸器疾患

神経疾患

不慮の外傷

消化器疾患

泌尿生殖器疾患

呼吸器感染症

糖尿病

故意の損傷

感染症および寄生虫症

新生児の状態

3

4

6

7

8

9

10

1

2

5

3

4

6

7

8

9

10

11 11

12 14
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中国／医療関連／医療・公衆衛生

疾病構造・死亡要因【中分類】

死亡要因で見る疾病構造の変化（1990年⇒2021年）

新生物心血管疾患
慢性

呼吸器病

1990

非意図的負傷／消化器疾患／交通事故／呼吸器感
染症・結核／自傷行為・個人間暴力／ HIV／AIDS・

性感染症／薬物使用障害／妊産婦・新生児の障害
／栄養失調／COVID-19 ／皮膚・皮下疾患／腸管
感染症／顧みられない熱帯病とマラリア
※割合の大きい順

 2021年において全体の91％を占める「非感染性疾患」の中では、特に「心血管疾患」と「新生物」が主要な死亡要因となってお

り、これら2つの疾患で全体の約67%を占める。

 感染症の中では、「呼吸器感染症・結核」の割合が最も大きい。

（出所）Institute of Health Metrics and Evaluation 「Global Burden of Disease Study」 （2021） （2025年2月時点）

心血管疾患 新生物
慢性

呼吸器病
消化器
疾患

妊産婦・新
生児の障

害

呼吸器感染症・
結核

その他の感染症／腸管感染症／栄養失調／ HIV／
AIDS・性感染症／顧みられない熱帯病とマラリア
※割合の大きい順

非意
図的
負傷

自傷、
個人間
暴力

交通
事故

【凡例】
：非感染症

：感染症

：事故等

新生物心血管疾患

2021 新生物心血管疾患
慢性

呼吸器疾患
神経疾患

糖尿
病・腎
障害

その他の非感染症／糖尿病・腎臓疾患／
物質使用障／筋骨格系疾患／皮膚および
皮下疾患／精神障害／感覚器官の疾患
※割合の大きい順
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中国／医療関連／医療・公衆衛生

疾病構造・死亡要因【小分類】

新生物

非感染性疾患の主要疾患の内訳 （2021年）

心血管疾患

割合疾病名順位

22.2%脳血管疾患1
16.7%虚血性心疾患2

2.8%高血圧性心疾患3
0.7%リウマチ性心疾患4
0.5%心房細動・心房粗動5
0.2%心筋症・心筋炎6

0.07%大動脈瘤7
0.02%非リウマチ性弁膜症8
0.02%下肢抹消動脈疾患9
0.01%心内膜炎10

糖尿病・腎臓疾患

※割合は、全体の死亡要因を分母にしたもので、各特定疾患内における割合ではない。

 非感染性疾患の主要疾患の内訳では、心血管疾患の「脳血管疾患」と「虚血性心疾患」が大きな割合を占め、それぞれ全体

の死亡要因の約22%と約17%となっている。

（出所）Institute of Health Metrics and Evaluation 「Global Burden of Disease Study」 （2021） （2025年2月時点）

割合疾病名順位

6.9%気管・気管支・肺癌1
3.8%胃癌2
2.5%食道癌3
2.3%結直腸・直腸癌4
1.4%肝癌5
1.0%膵癌6
0.7%乳癌7
0.5%脳・中枢神経系腫瘍8
0.5%白血病9
0.4%子宮頸癌10
0.3%前立腺癌11
0.3%胆嚢・胆管癌12
0.3%膀胱癌13
0.2%卵巣癌14
0.2%期口唇癌および口腔癌15
0.2%上咽頭癌16
0.2%腎臓癌17
0.1%子宮癌18

0.06%甲状腺癌19
0.04%黒色腫皮膚癌20
0.02%中皮腫21
0.02%ホジキンリンパ腫22
0.01%精巣腫瘍23

割合疾病名順位

11.0%慢性閉塞性肺疾患1
0.02%喘息2
0.07%塵肺症3
0.06%間質性肺疾患および肺サルコイドーシス4
0.05%珪肺5
0.01%炭鉱夫塵肺症6
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中国／医療関連／医療・公衆衛生

医療機関 - 医療機関区分と施設数・病床数の推移（1/2）

 中国の医療機関は、中国国家衛生・計画生育委員会の示す病院機能の基準により3等級に分けられる。

 この他、医療機関の分類には、資本所有構造による分類、医療サービス種類による分類も使用される。

病院機能による医療機関の分類

（出所）明治大学国際総合研究所「新興国におけるマクロヘルスデータ、規制・制度に関する調査（中国）」、野村総合研究所「中国のヘルスケア市場の動向と日系企業の事業機会」、中国政府ホームページ（医療関連統
計に係る各年の速報プレスリリース（中国語のみ） 参考（2020年）：http://www.gov.cn/guoqing/2021-07/22/content_5626526.htm）、 Statistical Communiqué on the Development of China's Health 
Undertaking in 2022 （2026年3月時点）

施設数（2024）管轄・許認可機関病床当たり医療スタッフ病床数等級内の分類概要等級

4,111 

• 特級は、中央衛生部
• 甲級～丙級は、省・自治

区 ・直轄市レベル衛生庁
（局）

医師：1.03人以上
看護師：0.4人以上

500床以上特級、甲級、乙級、丙級
複数の地区に専門性の高い医療サービ
スを提供し、高等教育、技術的任務を有
する病院

三級病院

12,294
• 省・自治区・直轄市レベル

衛生庁（局）
医師：0.88人以上
看護師：0.4人以上

100～499床甲級、乙級、丙級
複数のコミュニティに総合医療衛生サー
ビスを提供し、 一定の教育的、技術的
任務を有する病院

二級病院

13,287• 市・地域レベル衛生庁（局）0.7人以上20～99床甲級、乙級、丙級
一定の人口規模を有するコミュニティに
予防、医療、保健、リハビリテーション
サービスを提供する基礎病院、衛生院

一級病院

資本所有構造による医療機関の分類 医療サービスによる医療機関の分類

施設数（2024）概要種類

11,754
質、数、規模において公立病院は民間
病院よりも、整理されている。

公立病院

26,956
数は少ないが、外資向けの設立要件
の緩和など政府の諸施策により、民間
病院の増加が注目されている。

民間病院

施設数（2012）概要種類

15,021
外科手術や複合的な治療、精密検査な
どが可能な病院

総合病院

2,889
漢方治療など 中国の伝統的な治療方法
による診察を行っている病院

中医病院

312
西洋医学を取り入れ外科手術などを行う
病院

中西結合病院
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医療機関 - 医療機関区分と施設数・病床数の推移（2/2）

医療機関別施設数の推移 病床数

 医療機関は、公的医療機関が緩やかな減少傾向にある一方で、民間医療機関の増加が著しい。

 病床数についても増加傾向にあり、1万人当たり病床数も2020年には約50床まで増加している。

（施設）

（万床） （床）

※上部の数字は合計、数字の記載のない年はデータがないため未更新

（出所） 中国政府ホームページ（医療関連統計に係る各年の速報プレスリリース（中国語のみ） 参考（2020年）：http://www.gov.cn/guoqing/2021-07/22/content_5626526.htm）、世界銀行（2026年3
月時点）

1万人あたり病床数 病床数
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医療機関 - 公的医療機関

（出所） 各病院ホームページ、Science Portal China 「2014年度中国病院影響ランキングトップ50」 （2025年2月時点）

主要な公的医療機関の概要

 中国医学科学院医学情報研究所が独自に調査した医学論文への貢献度、科学研究水準、臨床技術水準等に基づき発表して

いる中国病院影響力総合ランキングトップ50の上位に入っているのは下表の公立病院である。

 加えて、日中政府間で設立した中日友好病院の概要は以下の通り。

データ
更新年

その他
年入院
患者数

年外来
患者数

患者数スタッフ数病床数概 要病院名（所在地）

2020
年5万件

以上の手術を
実績

70K+4.3M+4.4M+4,000+2,000+

2009年以降病院ランキングでトップとなっている中国最大規模
の大学付属病院。中国協和医科大学と、中国医学科学院医療
系列の中で総合疾病治療の最高峰と位置付けられている北京
協和医院、この２つの組織グループが中核を成す。北京協和医
院の他に、腫瘍・心臓血管・整形外科・血液病・皮膚病を核とし
た５つの専門病院があり、これら6つの病院が協和系病院とさ
れる。

北京協和医院（北京市）

国
立

2015198K4.9M5.0M+40004,400
1953年に設立された、中央弁公庁主任の管轄下にある病院。
日本医科大学附属千葉北総病院との交流（日本での看護師の
研修など）がある。

中国人民解放軍総医院（北京市）

2017
年8万件

以上の手術を
実施

140K+3.8M+4.0M+ -3,218

中国人民解放軍に所属する大学付属病院。大学は、基礎医
学、臨床医学、軍事医学、生物医学工学など分野で優れた科
学研究成果を残している。校長の樊代明氏は、東京国立がん
センター研究員だった経歴を持つ。

中国人民解放軍第四軍医大学西京医院
（西安市）

2022-4.0M -5,788 2,742 

上海交通大学の付属病院で、9つの病院、2つの研究所、その
他3つの医療機関を持つ。「日中遠隔医療プロジェクト無償援助
協定」に参画している4つの医療機関のうちの1つ。日本側から
は、旭川医科大学が参画している。

上海交通大学医学院附属瑞金医院（上海

市）

2014
年4万件

の手術を実施
60K+ 2.6M+2.7M+ 1,200+ 1,610 

日本政府の無償資金援助によって、両国政府が共同に建てた
大規模総合現代化病院である。1984年10月23日開院され、中
国衛生部に直轄管理される。中日友好臨床医学研究所や人材
育成センターと言った施設も有する。

中日友好病院（北京市）

2022
年20万7,500
件の手術を実

施
238K8.0M+ 5.0M+ 14,000 4,300 1892年に設立された中国最大級の大学附属病院。四川大学華西医院（成都市）

省
立
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医療機関 - 民間医療機関

データ
更新年

年入院
患者数

年外来患
者数

患者数スタッフ数病床数概 要病院名（所在地）

2019---400 80 買収或いは新設の方式で全国に約50ヵ所の眼科病院を保有する大規模
病院（眼科）チェーンで、深セン証券取引所への上場も果たしている。

煙台愛爾眼科病院
（煙台市）

内
資 ----500 400 上海にある心臓胸部外科専門の民間病院。医師の多くはアメリカ、ドイツ、

オーストラリア等の海外経験を持つ。
上海遠大心胸医院
（上海市）

----1,000 -N/A
上海阿波羅男子医院
（上海市）

---109K+1,500 2,000 台湾のプラスチックグループである台塑集団とアモイ市政府系の企業、海
滄公用事業発展が共同で出資し2008年に設立した中外合弁病院。

アモイ長庚医院
（廈門市）

台
湾

外
資

2020131K+ 219K350K+993800 

中国の保健省、商務部、国家工商行政管から承認を受け、シンガポール
のIMDC Healthcare Groupと上海のShanghai Sino-balan Investment
（Group） Co., Ltdによる共同出資により2009年に設立された。また、米
GEの中国支社とは戦略パートナーとなっている。

浙江新安国際医院
（嘉興市）

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

20208,699522K+531K+2,600+700+

復星集団という中国投資企業とアメリカ企業からの投資で設立された。主
に沿岸部のハイエンド市場向けに病院を展開していく方針。現在、北京、
上海、広州、无锡、天津に病院施設を備えており、その中でも主要となる
北京ユナイテッドファミリー病院（BJU）は、中国で唯一、国際合同委員会
（JCI）と米国病理学会（CAP）によって認定されている。

ユナイテッドファミリーヘル
スケア（北京市）

ア
メ
リ
カ

---
2.0M

（ラッフル
ズグルー
プ合計）

3,000+
（ラッフル
ズグルー
プ合計）

400

40年の歴史を持つシンガポールの老舗医療機関であるラッフルズメディカ
ルグループによって開設される。同地域の人口の20％を占める最富裕層
と国外からの駐在者や旅行者の利用を見込む。同グループは、上海、北
京、南京、大連を含む中国の７都市で診療所を展開している。今後、上海
や重慶に加え、北京や深圳でも新病院開設の機会を探っている。

ラッフルズ上海総合病院（上海
市）

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

---700

40年の歴史を持つシンガポールの老舗医療機関であるラッフルズメディカ
ルグループによって開設される。同グループは、上海、北京、南京、大連を
含む中国の７都市で診療所を展開している。今後、上海や重慶に加え、北
京や深圳でも新病院開設の機会を探っている。

ラッフルズ重慶総合病院（重慶
市）

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

主要な民間医療機関の概要

（出所） 各病院 ホームページ（2025年2月時点）

 2011年時点では民間病院は規模の小さいものが大半を占めていたが、近年はいくつかの大病院が建てられている。

1. 医療施設を評価する米国の非営利機関Joint Commission International （JCI） による、医療の質と患者安全に関する国際認証
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医療従事者

 中国における医療従事者の数は、医師、看護師・助産師を中心に継続して増加している。

医療従事者数 1万人当たり医療従事者数

（出所） 世界保健機関（WHO）「Global Health Observatory （GHO） data」 、WHO country database （2026年3月時点）
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現地の臨床工学技士や理学療法士などの資格の有無

中国／医療関連／医療・公衆衛生

 中国においては、理学療法士や作業療法士などの細かい資格制度は存在しておらず、「総合治療士」と呼ばれる。

 WHOが把握している臨床工学医師および臨床検査技師の数は以下の通り。

（出所） ＷＨＯ（2025年2月時点）

医療専門職の数

661,030名2017年臨床工学士

230,572名2010年臨床検査技師 - Technicians
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医療のIT化データ

HISの導入状況

 多くの病院が独自にHISを構築しており、2004年の保健省の発表によると、15,924の病院のうち、

6,063の病院がHISを構築している。

 2007年半ばまでに県レベルの病院以上の約70％がHISを構築したと推定されるが、現在のHIS
の普及率は不明である。

（出所）An investigation into health informatics and related standards in China（Yuhai et al., 2006）、 Adoption of Electronic Health Records （EHRs） in China During the Past 10 Years: Consecutive Survey Data 
Analysis and Comparison of Sino-American Challenges and Experiences（Lun et al., 2021））、GenomiCare Biotechnologyウェブサイト（2025年2月時点）

EHRの導入状況

 中国の病院の9割がEMRを導入。

 しかし、中国には他の多くの国で見られるような中央集権的な医療記録システムや主要ベンダー

が不在で、各病院が独自のEMRを使用しており、 医療の分類やコーディングも標準化されていな

いため、情報のサイロ化が課題と指摘されている。

 中国は健康情報システム（HIS: Health Information System）、電子健康記録（HER： Electronic Health Record）、電子医療

記録（EMR: Electronic Medical Record）の普及が進んでおり、EHRに関しては9割の病院で導入済み。

 一方で、各医療機関が独自のシステムを活用しているため、情報のサイロ化が懸念されている。

EMRの導入状況

 2007年から2018年にかけて、中国でEHRを導入した病院の年間平均数は1500件に上り、短期

間でEMRの普及が進んでいる。

 2018年には80%以上の公立病院が既にEHRを導入。さらに2025年までに公立病院の95％が

EHRを導入すると予測される。
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公的保険制度

 保険契約者の減少

 中国の公的医療保険制度の加入者が大幅に減少しており、コスト上昇のために数千万人の加入者数が減少している。2022年の加

入者数は1900万人減少し、ここ数年の着実な成長の中で初めて減少した。この傾向は今後も続くと予想され、2023年の最初の9か

月間に、8つの省の内、7つの省が減少を報告した。

 減少の主な理由には、保険料と自己負担額の増加、補償範囲の制限、世帯収入の減少などがあり、特に農業従事者と移住労働者

に影響が出ている。強固な社会的なセーフティーネットがないため、人々は消費を控え、より貯蓄をする傾向にあり、景気回復を妨

げている。そのため、この状況は経済的課題を悪化させている。

 10年以上前に創設された中国の医療制度は、所得の伸びを上回る保険料の上昇に直面している。資金繰りに苦しむ地方自治体は、

保険加入者にコストを転嫁している。特に農村部の住民は、都市部の病院で高い自己負担に直面しており、多くの人が保険の価値

を疑問視している。

 保険適用範囲の制限は、特に高齢者が多い低開発地域において、深刻な健康リスクをもたらしている。中には、節約のために子ど

もの保険料の支払いをやめる家族もいるが、それは深刻な病気の場合に経済的破綻につながる可能性がある。

 新しい改革

 中国は三中全会で、国営医療保険制度に大幅な改革を導入する見通しである。13億人以上をカバーする現在の制度は、コストの上

昇やサービスへの不平等なアクセスなどの課題に直面している。これらの問題は新型コロナウイルス感染症のパンデミックによる経

済的影響によって悪化している。

 新しい改革では、制度の財政的持続性を向上し、医療の質を改善し、異なる地域間における医療サービスへのより公平なアクセス

を確保することが期待される。政府は、コスト管理の必要性と国民に包括的な保険を提供する必要性のバランスを取ることを目指し

ている。

 改革案には、資金調達メカニズムの調整が含まれる可能性が高く、政府補助金の増額や民間セクターの関与を促す可能性もある。

さらに、管理プロセスを合理化し、制度内の非効率性を削除するための取組みも含まれるかもしれない。

 これらの改革は、中国の社会的セーフティーネットを強化し、すべての国民が医療を利用しやすく、また手頃な価格で受けられるよう

にすることで、経済の安定を支える広範な戦略の一環である。
（出所） FINANCIAL TIMES 「Millions drop out of China’s state health insurance system （2023）」、PEARLS AND IRRITATIONS JOURNAL 「Big Changes to China’s healthcare insurance system 
expected at 3rd Plenum （2024）」 （2025年2月時点）
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民間保険制度

1,014 953 1,895 3,745 4,023 4,834 5,8345,947
9,063

8,88510,487
10,708

13,355
17,392

37,314

62,577
67,948

84,337

96,373

109,265

130,827

201220072000 20212001 20032002 200620052004 2008 2009 2010 2011 2013 2014 2015 20182016 20202017 2019

24,569

+26%
CAGR

（出所） CIRC, China Insurance Yearbook, China Insurance Intermediary Market Report、ニッセイ基礎研究所（2025年2月時点）

中国における民間医療保険の保険料収入
百万US$

 中国では、2015年頃から一般市民向けの「恵民保」と呼ばれる比較的手ごろな保険商品が登場し、その後医療保険市場全

体も大きく成長している。
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保健に関する制度・行政体制

 国家衛生健康委員会は、主要な国家保健機関である。委員会は、医療・保健改革を調整・推進などの国民健康政策を策定し、

公衆衛生、医療、保健緊急対応、家族計画サービスを監督・運営している。

中国人民代表大会 中国共産党中央委員会

国務院

国家市場監督管

理総局

国家発展改革委

員会

国家衛生健康委

員会
財務局 国家医療保険局 教育部

中国薬品監督管理

局

州政府

国家漢方医薬管理

局
国立大学

病院

中国医学院
中国疾病管理予防

センター
病院

保健政治・病院管

理局

Department of 
Health Care 

Quality

中国の衛生行政制度

（出所） The Commonwealth Fund 「China （2020）」 （2025年2月時点）
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中国／医療関連／制度

医療機器に対する規制（1/3）

中国における医療機器の分類

 中国の医療機器監督官庁は国家薬品監督管理局（NMPA：The National Medical Products Administration）で 医薬品、

医療機器、化粧品の監督管理を行っており、その他省・市レベルにある地方の薬品監督管理局（MPA: Medical Products
Administration）が各地の規制・監督業務を担当している。

※登録の際に必要な書類等は次ページ参照

販売許認可機関医療機器の形態リスククラス分類

MPA（地方の監督局）国産の医療機器
最もリスクの低い医療機器

例：遠心分離機、手術器械等
第1分類

NMPA（国家の監督局）輸入の医療機器

MPA国産の医療機器
第1分類と第3分類の中間のリスクとなる医療機器

例： SpO2センサー、マスク等
第2分類

NMPA輸入の医療機器

NMPA国産の医療機器最もリスクの高い医療機器
（体内植込型機器や生命の維持に関わる機器）

例：IOL、MRI、AED、歯科インプラント等
第3分類

NMPA輸入の医療機器

医療機器登録までの流れ

販 売
医療機器の
クラス分類を決定

1 2

3

■第1分類

■第2、3分類

NMPA/MPAへ申請し許可
を得る

3
製品技術要求に基づき、
中国国内の試験所にて試験
を実施

4 オンラインで申請し、指摘事
項に対し、1年以内に回答

（回答チャンスは一回のみ）

（出所）クアルテック・ジャパン・コンサルティング株式会社
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医療機器に対する規制（2/3）

 企業が相応の技術スタッフ、経営場所、保管設備、
品質管理制度、技術研修、アフターサービス能力な
どを備えていることが必要。

 「医療機器経営企業許可証」の有効期限は5年間で
あり、有効期限の6カ月前に再登録する必要があ
る。

 申請に必要な書類は下記参照。

 外国の企業については、中国国内の医療機器経営
企業許可証を持つ 法人が法定代理人と なり、
NMPAに対する製品登録申請の窓口となる。また、
法 定 代 理 人 は 市 販 後 の 有 害 事 象 に 関 連 す る
NMPAへの報告についてもその責任を有する。

 輸入製品販売への申請は、全て現地法人からNMPAに行われ

なくてはならない。

 輸入製品は、輸出国で市場販売許可を取得した製品でなくては

ならず、その証明として原産国の政府が発給する自由販売証

明（Certificate of Free Sale）をいずれのクラス分類の製品に

関してもNMPAに提出しなくてはならない。

 NMPAの審査が無事合格すると「医療機器登録証」が発給され

る。輸入企業は「医療機器登録証」または届け出文書をもって、

中国の税関で輸入手続を行う。

 「医療機器登録証」の有効期限は5年間であり、有効期限の6カ

月前までに再登録申請する必要がある。

「医療機器経営企業許可証」の申請 輸入に関する規制

 販売企業は「医療機器経営企業許可証」を

取得し、かつ「医療機器登録証」を取得した

製品しか販売できない。

 登録の手続きは一般にメーカーが行う。輸

入製品の場合はメーカーが中国の手続き機

関または中国企業に申請の代行を依頼す

る。（医療機器登録管理方法に基づく）

販売に関する規制

1. 医療機器経営企業許可証申請表

2. 工商行政管理部門が発行する企業名称の事前許可証明書

3. 設立予定の企業の品質管理員の身分証、学歴または職称証明の写し、個

人履歴書

4. 設立予定の企業の内部組織および各業務内容（組織図など）

5. 設立予定の企業の登録所在地、倉庫所在地の位置図、平面図（面積を明

記）、不動産権利証明（または賃貸協定書）の写し

6. 設立予定の企業の品質管理システム文書、業務手順および保管設備、機

器リスト

7. 設立予定の企業の業務内容

8. 使用するコンピューター管理システムに関する情報

9. 申請資料の真実性に関する自主保証声明書

10.その他の関連書類

1. 医療機器登録申請表
2. 医療機器メーカーの資格証明（生産許可証、営業免許の写し）
3. 原産国における医療機器許可の証明（自由販売証明書）
4. 適合宣言書
5. 中国国内の法定代理人に対する委任状（外国企業の場合）
6. 製品技術報告
7. 安全リスク分析報告 （リスクマネジメント報告書）
8. 登録製品標準およびその作成に関する説明
9. 製品技術要求と試験所が発行する試験報告書
10. （臨床試験を実施する場合）2ヵ所以上の臨床試験機関による臨床試験資料
11. 非臨床試験報告書
12. 製品寿命、包装に関する検証報告書
13. 臨床評価報告書
14. ユーザーマニュアル、ラベル
15. 企業の品質体系審査（認証）の有効証明文書
16. 資料の真実性に関する自主保証声明書の提出
※提出する資料は全て中文（簡体字）であること

製品販売に必要な「医療機器経営企業許可証」申請時に必要な書類 医療機器製品の登録の際に提出すべき資料

※政府部門への許可証申請や製品登録はやや複雑で、一連の申請の流れが長く、
提出すべき各種資料も多いため、多くの専門業者が医療機器の生産、経営企業許可証、
製品の登録手続きを代行している。

（出所）クアルテック・ジャパン・コンサルティング株式会社
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 「医療機器監督管理条例」第12条（Order No. 18, 2015）では、医療機関は、未登録の医療機器、合格証明のない医

療機器、有効期限を過ぎた医療機器、登録証が失効または生産終了となった医療機器を使用してはならないと規定し

ている。

※合格証明のない医療機器：品質システムを含む各種試験の合格証明のない医療機器

有効期限を過ぎた医療機器：医療機器の使用期限を過ぎた医療機器

 また、中国政府は2005年、「大型医療機器の配置および使用管理方法」を発表し、中古の大型医療機器の購入およ

び輸入を禁止した。

（出所）クアルテック・ジャパン・コンサルティング株式会社

中国政府の保険・物価当局

国家医療保障局

保険償還価格の基準を制定

http://www.nhsa.gov.cn/

国家発展改革委員会価格司

市場価格の監視
（カルテルなど独禁法の取り締まり等）

https://www.ndrc.gov.cn/fzggw/jgsj/jgs
/sjdt/index_6.html

医療機器に対する規制（3/3）

中古の医療機器に対する規制



40

中国／医療関連／制度

医薬品規制（1/2）

 中国での薬品の輸入に関しては、主に「薬品管理法」、「薬品輸入管理弁法」、「薬品登録管理弁法」等の法律に規定されている。

（出所） JETRO ホームページ

中国における医薬品規制の概要

① 登録と輸入証明の取得

• 登録機関：CFDA

• 申請者：中国国外の申請者は国外の適法な

薬品メーカーである必要がある。

• 輸入薬品登録：中国駐在事務所またはその

委託した中国国内の代理機関を通じて行う

必要がある。

• 輸入薬品登録手順：次ページ参照

薬品を輸入するには、中国国家食品薬品

監督管理総局（CFDA）が認可発行した

「輸入薬品登録証」を取得する必要がある。

麻薬・向精神薬品は、さらにCFDAが認可

発行した「輸入許可証」が必要。

② 指定輸入港での輸入

• 一般薬品：北京市、上海市、広州市、天津市

等20都市の所轄輸入港

• CFDAが定める生物製品、初めて中国国内

で販売する薬品および国務院が定めるその

他薬品：北京市、上海市、広州市の3都市の

所轄輸入港

薬品は、中国国務院が許可した輸入港を

経由して輸入される必要がある。

③ 輸入届出

• 薬品輸入届出手続きの際、通常提出する必

要のある資料：次ページ参照

輸入届出手続きを行う検査申請業者は

「薬品経営許可証」を持つ法人でなければ

ならない。

中国における医薬品輸入状況
 薬品輸入の主要相手国は、米国、日本、ドイツ、フランス等である。
 中国では、多くの製薬メーカーがジェネリック医薬品を製造している。従って、中国向けに輸出の可能性があるのは、主に特許のある新薬または中国国内でまだ製造がな

いもの、もしくは製造量が十分でない薬品等が挙げられる。なお、新薬の場合、特に中国では知的所有権を守るための措置を十分考慮しなければならない。
 中国のWTO加盟後、薬品を含め輸入品の関税率は年々下がり、さらに非関税障壁も徐々に消えつつある。輸入薬品に適用される最惠国関税率は0％から10％で、その

他に通常、17％の輸入増値税が賦課される。
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・登録機関：CFDA

・申請者：中国国外の申請者は国外の適法な薬品メーカーである必要がある。

・登録者：その中国事務所または委託した中国国内の代理機関の必要がある。

・登録手順：

1. 申請者が薬品登録申請を提出する

2. CFDAが形式上の審査を行う

3. 中国薬品生物製品検定所がサンプルの登録検査を実施する

4. 薬品審査評価センターが技術審査評価を行う

5. CFDAが「薬物臨床試験批准書」を発行する

6. 申請者が臨床試験を実施する

7. 薬品審査評価センターが技術審査評価を行う

8. CFDAが「輸入薬品登録証」を発行する

1. 「輸入薬品登録証」または「医薬製品登録証」コピー、麻薬・向精神薬品の

場合は、さらに「輸入許可証」コピー

2. 検査申請業者の「薬品経営許可証」（または「薬品生産許可証」）と「企業法

人営業許可証」コピー

3. 原産地証明コピー

4. 購買契約コピー

5. インボイス・パッキングリスト・貨物引換証コピー

6. 製造メーカーの検査報告書コピー

7. 薬品の説明書および包装・ラベルの表示形式（原薬剤や製剤中間体は除

外）

8. CFDAが承認する生物製品、製造検査記録の概要と生産国または地区薬

品管理機関が承認する許可証明書の原本

9. 「薬品輸入管理弁法」第10条に規定した以外の薬品は、最も新しい「輸入薬

品検査報告書」と「輸入薬品通関書」コピー詳細はジェトロ貿易投資相談

Q&A「医薬品輸入に当たって提出が必要な許可証明書：中国向け輸出」を

ご参照ください。

中国／医療関連／制度

医薬品規制（2/2）

輸入薬品登録の手順 薬品輸入届出手続きの際、通常提出する必要のある資料

（出所）JETRO ホームページ
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臨床試験に関する規制

 臨床試験の規制当局: 臨床試験申請書 （CTA: Clinical Trial Application）を 中国国家薬品監督管理局（NMPA: The National Medical Products
Administration）に提出する。生物学的同等性試験を含む、フェーズⅠ～Ⅳの臨床試験のためにCTAをNMPAに提出する。CTA証明書の有効期限は3年間

である。

 中国における臨床試験の外国人スポンサーのためのガイドライン: 中国に拠点を有しない外国人スポンサーは、販売承認取得者（MAH: Marketing
Authorization Holder）と呼ばれる中国内の代理人を選任しなければならない。販売承認取得者は、代理人としてCTAをNMPAに提出し、CTAが承認される

まで必要な支援を提供しなければならない。
CTAの審査プロセス

NMPAの医薬品評価センター （CDE: Center for Drug Evaluation）との事前協議

審査と報告のためのCDEへのCTA提出

CDAの行政審査

CDAの内容が基準を満たす場合、手数料納付の通知を送付する

手数料の支払いを受けた後に、CDEは技術的な審査を行う

問題がなければ、CEDはCTA証明書を発行し、スポンサーは中国で臨床試験を開始することができる

CEDによる補足情報の
要求

（出所） GLOBAL REGULATORY PARTNERS 「Overview of clinical trial application （CTA）in China （2022）」 （2025年2月時点）
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医療情報・個人情報保護、データサーバーの置き場に関する法規制、ガイドライン

43

医療情報・個人情報保護について

 個人情報保護法（PIPL: Personal Information Protection Law）が2021年8月に成立し、2021年11月より施行された。同法は、

中国での個人情報の取り扱いを定めた初めての包括的な法律であり、PIPL違反には厳罰が科される。

データサーバーの置き場について

 PIPL第40条により、「重要情報インフラ運営者」3または「取り扱う個人情報が国家ネットワーク情報部門所定の数量に達する

個人情報取扱者」4は、中国国内で収集した個人情報を中国国内で保存する義務を負う。

（出所）PIPL、西村あさひ法律事務所「中国個人情報保護法の解説 －日本企業が留意すべき点を中心に－ 」（2021）、明倫国際法律事務所「2021年11月1日施行、中国個人情報保護法～日本企業および日系中国企業が留
意すべきポイント～」（2021）、大江橋法律事務所「中国の個人情報保護法について（一）～留意すべき基本ポイント～」（2021） （2025年2月時点）

1. この他、センシティブ個人情報の例示として、生物識別情報（遺伝子情報、指紋、声紋、顔認識情報等）、宗教信仰に関する情報、特定の身分に関する情報、金融口座、行動軌跡等、および、14 歳未満の未成年の個人情報
が挙げられている。

2. 個人情報の収集、保存、使用、加工、伝送、提供、公開、削除等が含まれるとされている（第4条第2項）。
3. 公共通信、情報サービス、エネルギー、交通、水利、金融、公共サービスおよび電子政務等の重要な業界・分野、並びに、破壊、機能喪失又はデータ漏洩により国の安全、国の経済および国民の生活、公共の利益に深刻

な危害が及ぶおそれのあるその他の重要情報インフラの運営者をいうとされている（サイバーセキュリティ法 31 条）。
4. どの程度の数量の個人情報を処理する者が対象になるかについては、現時点で明確な基準は公表されていない（2021年9月現在）。

概要

• PIPLにおける「個人情報」とは、電子その他の方法により記録され、既に識別され、又は識別可能な自然人に関する各種情報をいうが、
匿名化処理後の情報は含まないとされている（4条1項）。

• 「センシティブ個人情報」とは、ひとたび漏洩し、又は違法に使用されれば、自然人の人格的尊厳が侵害を受け、又は人身・財産の安全が
危害を受けることが容易にもたらされる個人情報をいい、医療健康情報（例として、傷病治療記録、伝染病歴等）はこれに含まれる（28条
1項）1。

個人情報の定義

• PIPLは、中国国内で個人情報を処理2する活動に適用（第3条1項）される。

• 中国国外での行為であったとしても、 ①中国国内の自然人への製品又はサービスの提供を目的とする場合、②中国国内の自然人の行
動を分析・評価するものである場合、③法令に定めるその他の事情がある場合のいずれかの場合において、中国国内の自然人にかかる
個人情報を処理する時には、当該活動に対しても本法が域外適用される（第3条2項）。

適用範囲と域外適用

• 個人情報を処理するためには、原則として、本人の同意が必要である。また一旦同意を取得したとしても、個人は同意を撤回する権利を
有しており（第47条1項3号）、個人情報の処理者は撤回の簡便な方法を提供する義務を負う（第15条1項）。「センシティブ個人情報」の処
理に対しては、個別の同意を取得する必要があり、法令等により書面による同意が必要となる場合もある（第28条～第30条）。

個人情報の処理に係る同意
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 PIPLは、法的根拠や開示義務など、個人の取り扱いに関する規則を定めている。 PIPLは、処理者の責任を定義し、データ主

体の権利を保護し、データのセキュリティとプライバシーを確保するために、国境を越えたデータ転送の要件を設定する。

 2021年、政府は、個人情報に関する権利と利益を保護し、個人情報処理活動を規制し、個人情報の合理的な利用を促進する

ために、中華人民共和国の個人情報保護法を制定した。

（出所）中華人民共和国全国人民代表大会、ニュース記事

説明提供

o この法律は、中国国内における個人の個人情報の処理に加えて、中国国内における個人に関するサービスの提供、行動の分析、またはその他の状況に関連する中
国国外での処理にも適用される。 この法律は、場所に関係なく、中国居住者の個人データが取り扱われるすべての活動を規制する。

適用範囲

o 個人情報は、個人への影響が最小限になるように、目的に直接関連する明示的かつ合理的な目的のためにのみ処理され、収集は処理の目的に必要な最小限の範
囲に限定されなければならない。

個人情報の処理

o 個人は、自己の個人情報の取扱いについて通知を受け、決定し、制限し、又は拒否する権利、並びに処理者に対して取扱い規則にアクセスし、複製し、移転し、及び
説明を要求する権利を有する。

データ主体の権利

o 処理者は、合法性、必要性、公開性、透明性及びデータ品質の原則に従わなければならず、自己の取扱い活動に責任を負わなければならない。 内部管理システム
を確立し、セキュリティ対策を採用し、監査を実施し、監督上の要件を遵守しなければならない。

個人情報処理者の義
務

o 処理者は、個人情報の不正アクセス、漏洩、改ざん又は損失を防止するために必要な措置を講じなければならない。 措置には、機密管理、暗号化、非特定化、アク
セス制御、訓練及び緊急時対応計画が含まれる。

データのセキュリティ/
保護

o 処理者は、機密データ、自動化された意思決定、開示及び国境を越える移転を含む高リスクの取扱いについて、事前の個人情報保護影響評価を実施しなければな
らない。 評価では、合法性、必要性、個人へのリスク、保護措置の有効性を評価する必要があり、記録は少なくとも3年間保持する必要がある。

データ保護影響評価

o 漏洩、改ざん、または損失が実際に発生した場合、または発生する可能性がある場合、処理者は直ちに是正措置を講じ、所管当局および影響を受ける個人に通知し
なければならない。 通知には、関連するデータの種類、原因、潜在的な被害、実施された是正措置、および連絡先の詳細を含める必要がある。

データ侵害の通知

o 国のサイバースペース管理部門が設定した閾値を超える個人情報を取り扱う処理者は、個人情報保護担当者を指名しなければならない。 連絡先の詳細は、権限の
ある当局に開示および報告されなければならない。

担当者の任命

o 国のサイバースペース部門は、個人情報保護の全体的な計画と調整および関連する監督と管理を担当する。権限の設定

o この法律は、データの国境を越えた移転を認めている。ただし、情報処理者は、データを国外に移転する前に、次のいずれかに従う必要がある。 これには、データ保
護セキュリティ評価の実施、標準契約の締結、個人情報保護に関する認証の取得が含まれる。

国境を越えた移動
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 PIPLは、健康データを機密性の高い個人情報として分類し、明示的かつ個別の同意、明確に定義された目的、情報の使用理

由および個人への潜在的な影響の通知など、その処理に関する特定の要件を設定する。

（出所）中華人民共和国全国人民代表大会、ニュース記事

機密性の高い個人データ

o 一度漏洩または違法に使用された個人情報は、自然人の個人的尊厳の侵害につながり、個人の安全または財産

を危険にさらす可能性がある。これには、次のような情報が含まれる。

• 生体認証

• 宗教的信念

• 特定のID

• 健康状態

• 金融口座、本人の所在

• 14歳未満の未成年者の個人情報。

パーソナルデータ

o 自然人に関する特定又は識別可能な情

報であって、電子的方法その他の方法に

より記録されたもの。

o 匿名化された情報は含まれない。

取扱いは、厳格な保護措置がとられている状況において、特定の目的のために必要な場合にのみ行うことができる。➀

個人の明示的かつ個別の同意を得なければならない。他の法律が書面による同意を要求している場合は、当該要件が優先する。➁

処理者は、法律によって免除されていない限り、個人の機密情報が必要とされる理由、および処理が個人の権利および利益にどのように影響するかを個人に通知しなけ
ればならない。

➂

機密個人情報の処理に関する要件:
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 医療現場では、書面および口頭のコミュニケーションにおいて一般的に中国語が使用されている。

（出所）デスクトップリサーチ
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ライセンス・教育水準

 中国では、西洋医学を中心として学ぶ医学部と、中医学を専門に学ぶ中医学部に分かれる。共に5~6年の修学期間を経て卒業し、1年のインター

ンを終えることで、それぞれ国家試験の医師免許受験資格と中医師免許受験資格が与えられる。

 卒業後、国家試験に合格した者だけが、医療行為を行うことができ、中国の医師は、基本的に公務員として扱われる。また、医師は、下図のように

レベルが定められている。

 しかし、貧しい県・農村には、医師免許はないが、医療行為を行っている医師がいる。一般的に「村医」と呼ばれる。

（出所） JETRO 「中国の医療機器市場調査（具体的事例など） 2014年3月」、論文「Amending the Law for Licensing Medical Practitioners of China in 2021: A Commentary」

医師のレベルとその条件

条件医師レベル

• 大学の規定する教育受け、卒業すること
• 卒業して1年後、全国統一試験に合格すること

初級医師 （研修医）

• 初級医師として5年以上勤務すること
• 全国中級技術試験に合格すること

中級医師 （主治医師）

• 中級医師として5年以上勤務すること
• 論文試験および高級医師試験に合格すること
• 衛生局、上級機関の審査を経て昇格が認められること
• この資格を有する者から副主任を任命されること

副高級医師 （副主任医師）

• 副高級医師として5年以上勤務すること
• 衛生局、上級機関の審査を経て昇格が認められること
• この資格を有する者から副主任を任命されること

高級医師 （主任医師）

 1999年に制定された中華人民共和国医師免許法は、2021年に改正された。主な変更点は以下の通りである。

1. 職業規制に関する他の法律と一貫性を保つために、現在の名称「Practicing Physician」から「Physician」に置き換える

2. この改正は、医師の義務と、医師の法的権利と報酬をさらに明確化している。改正案は、医療施設と市場を混乱させた場合の刑事責任も規

定している。

3. 免許試験の最低教育水準は、改正により、これまでの中等職業資格ではなく、職業資格または短期大学レベルにリセットされる。加えて、審

査登録も改善される。

4. 一次医療に従事する者、特に一般開業医の研修を強化する。
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医師の社会的地位

 2011年に中国医師協会が実施した調査では、78%の医師が自分の子供に後を継いで欲しくないと回答している。

経済の発展と生活水準の向上に伴い、人々の健康へ

の要求も高まり、次第に質の高い医療保健サービスを

追求するようになってきた。

多くの若者が、仕事のストレスが大きく、待遇が良くな

い等の原因で、基礎医療機関への就職を好まない。

「2012～2013年度中国医生薪酬調査報告書」では、

88.4%の医師が現在の収入に不満を表した。

結果として、医師の不透明な収入源の増加・病院の汚

職等を引き起こしている。

この結果、中国国内の医療人材の不足が

問題視されている

（出所） JETRO 「中国の医療機器市場調査（具体的事例など） 2014年3月」、論文「The Status and Challenges of Primary Health Care in China （2024）」

医療従事者の人材不足

背景

【江蘇省塩城市の例】

 郷・鎮衛生院は、長期にわたって３、４人の医師で日常業務

を維持している。

 介護人員も非常に不足しており、医療従事者ではない従業

員が薬局の仕事に携わることが多い。

 約50%の郷・鎮衛生院が、直近3年間、大学・中等専門学校

卒業生を雇用できていない。

 塩城市の村衛生室には、就業医師資格を有する医師は

36.94%のみである。その他の医師は、郷村医師資格を有

する者（村医）である。

 村医の高齢化も深刻化しており、約50％の村医が45歳以

上である。

 中国における一次/農村医療：

村の診療所で開業している 医師（助手）の数は、2010年の107,200人から2022年には252,200人に増加したが、金銭的なインセン

ティブと医療インフラの欠如は、依然として医師が農村部の医療にあまり関心を示さない主な理由である。

 2022年のHealth and Financial Annual Reportのデータによると、全国の地域保健所と村保健所の職員の年間給与は96,000元で

ある。この数字は公立病院職員の161,000元よりも低く、都市部の非民間部門職員の全国平均給与である114,000元 （2014年）より

も低い。
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外国人医師のライセンス

 中国では、外国人医師の受入が加速しており、外国人医師免許試験に合格の上、「Foreign Doctors Practicing Medicine
Short-time」に登録することで、外国人でも中国で医療行為を行うことが可能である。

 必要手続きを行うためには、下記のステップを踏む必要がある。

（出所） Shanghai Government ホームページ

外国人医師免許取得までのプロセス

―

• 筆記・口頭の両試験が実施

• 試験は、2月と8月の年に2度

開催される。（地区によって異

なる場合もある）

• 試験結果は、30日後に公開

• 地元の公衆衛生局に指定の

登録・試験場を確認

• 試験の多くは、地域の医療教

育機関で実施

• Zビザと呼ばれる労働ビザの

取得が必要

• 「Foreign Doctors Practicing 
Medicine Short-time」とは、

外国人医師が中国で医療行

為を行うのに登録必須の契約

• 地元の公衆衛生局にある管

理部に登録申請を行う

① 中国医療機関からの

採用通知取得

② 外国人医師免許試験

の合格
③ 労働ビザの取得

④ 「Foreign Doctors 

Practicing Medicine 

Short-time」への登録

「Foreign Doctors Practicing Medicine Short-time」への登録に必要な書類

 「Foreign Doctors Practicing Medicine Short-time」申込書（中国語と英語）
 学歴証明書（中国で承認されているもの）
 外国人医師免許（中国で承認されているもの）
 中国国内の指定病院から発行された健康証明書（地元の公衆衛生局にチェックされた

もの）
 2枚のパスポート写真
 外国人医師免許試験合格証明書
 有効な労働ビザ
 中国医療機関からの採用通知書のコピー

外国人医師免許試験に必要な書類

 「Foreign Doctors Practicing Medicine Short-time」申込書（中国語と英語）
 学歴証明書（中国で承認されているもの）
 外国人医師免許（中国で承認されているもの）
 中国国内の指定病院から発行された健康証明書（地元の公衆衛生局にチェックされたも

の）
 履歴書
 2名の中国人医師からの推薦書（医師レベルは、申請者と同様の診療科で最低でも副高

級医師である必要があり、該当レベルの資格書のコピーも提出する必要がある）
 2枚のパスポート写真
 中国医療機関からの採用通知書のコピー
 代理が申請する場合は、それを証明する書類（申請する医師のサインを記載が必須。コ

ピーやファックスは無効）
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市場規模

 医療サービスの市場規模は、年平均約10%で増加しており、2023年には1,086億US$に達した。

医療サービスの市場規模※

（10億US$2022年基準）

※ここでは、Current Health Expenditureを医療サービスの市場規模と定義した

（出所） 世界保健機関（WHO）「Global Health Expenditure Database」 （2025年2月時点）
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市場規模

（出所）米国商務省（2026年3月時点）

 中国の医療機器市場は、主に公立病院の需要を背景に、2021年から2026年にかけて年率8.3%で拡大し、2026年には488
億USDになると予想されている。

 特に、画像診断機器と消耗品については市場の約50%と大きな割合を占めている。

28%

22%
15%

8%

4%

23%
画像診断機器

消耗品
患者補助具

整形外科製品・人口装具

歯科機器

その他

中国医療機器市場（2021年）
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輸出入額

（10億US$）

輸入相手国（2025年）

医療機器の輸出入額

24.5%

20.7%

11.4%

7.9%

5.0%

30.5%

アメリカ

ドイツ

日本

メキシコ

アイルランド

その他

 中国政府は2009年以降、国際医療機器優遇政策を推し進めており、特に2014年には「医療機器監督管理条例」の改訂など

を進めたことから、今後、国産医療機器市場が拡大する可能性もある。
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（出所）Trademap （2026年3月時点）
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業界構造 - 主要メーカー （日本企業以外）

 Siemens、GE Healthcare、およびPhilips Healthcareは、中国に研究開発、流通、製造のハブを持つ主要企業である。

特徴近年の動向従業員数（中国内）得意分野メーカー名

• Shanghai Siemens Medical Devices Co., Ltd. （SSME）は、シーメンス

のドイツ国外にある唯一のCT研究開発および生産拠点であり、シーメンス

の世界3第「本社サポートセンター」の1つである。（他の2つはドイルとアメ

リカにある）

• 2012年から2015年にかけて、「健康な中国」をスローガンに、江西省、福

建省、湖南省、広西チワン族自治区、貴州省など計11省で基礎医療機関

の普及活動を行い、2013年には基礎市場向けのX線に関する新製品を発

表した。

• シンプルさ、耐久性、価格競争力を重視した基本市場向けの商品開発を

強化し、引き続き中小都市を顧客として戦略的に展開している。

2022年

• APAC事業を中国とその他のAPACに分割

し、成長を加速した。

• Universal Medical Imaging社と連携し、中

国各地域におけるプライマリケア領域にお

いて遠隔画像診断を推進した。

4,800人以上

CT （コン

ピューター断

層撮影）, MRI,

X線

Siemens

• フィリップスは中国の地方医療市場で独自の流通網を構築し、20以上の

中小都市に進出している。

• フィリップスは、主に寄付や健康啓発などの社会活動を通じて、ミドルエン

ドおよびローエンド市場に参入しようとしている。

2023年

• 2024年までに中国市場向け製品の90%を、

中国で調達・組み立てすることを目指してい

る。

2024

• アメリカFDAはCTと超音波装置を製造して

いる中国蘇州にある工場での製造違反につ

いて同社に警告した。

17,500人以上CT, X線Philips

• 中国はGEの世界3大製造拠点の1つである。

• 地域医療センターでは資金と技術のレベルが低いため、GEは安価で耐久

性があり、使いやすい製品を開発し、特別な融資とリースプランを提供して

いる。

2023年

• GE Healthcare Chinaは、上海浦東地区に
3番目のイノベーションセンターを開設した。

• GE Healthcareと中国の国営製薬会社であ

るSinopharmは、プライマリケアと農村部の

医療に焦点を当て、高価でないCTおよび一

般的な画像超音波ソリューションを提供する

ために合弁会社を設立した。

7,200人
ハイエンドの医

療機器
GE

（出所） 各社ホームページ、中国欧盟紹介ホームページ、Reuters 「Philips CEO: China business, supply chain undergoing major changes」、Regulatory Focus 「FDA warns Philips about imaging device violations 
at China facility」、MILWAUKEE BUSINESS JOURNAL 「GE Healthcare: No Milwaukee impact from CT, ultrasound joint venture in China」、MEDTECDIVE 「GE Healthcare forms Chinese joint venture to 
sell non-premium imaging systems」 （2025年2月時点）
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中国／医療関連／医療機器

業界構造 - 主な中国系外資メーカー

 中国系の主要メーカーの現状は以下の通り。

特徴近年の動向
従業員数

（グローバル）
得意分野メーカー名

• 40以上の子会社を持ち、2023年には世界で349億人

民元の収益を記録した。

• 同社の研究開発投資は2023年に32億人民元に達し、

前年比17%増となった。全従業員の24%を研究および

イノベーションセンターで雇用している。

2024年

• 66億5000万人民元でAPT Medicalの経営権を取得予定である。

• バングラデシュに支店を設立予定である。18,044人

PMLS （救命処

置）、IVD （体外

診断用医薬品）、
MILS （エコー）

Mindray

• 同社の製品は30カ国以上に輸出され、2023年には世

界で132億人民元の収益を上げた。

• 2023年12月現在、794件以上の製品登録証と192件

以上の特許を保有している。

2024年

• 生産自動化のレベルをさらに向上させるために、使い捨て消耗品お

よび整形外科用消耗品のアップグレードおよび再構成に約3億2000
万人民元を投資する計画である。

12,519人

ディスポーザブ

ル医療機器、医

薬品、医療製品、

人工透析関連

製品

Weigo

• 世界中に20社以上のOEMパートナーを持ち、2023年

の全世界売上高は79億人民元であった。

• 234製品がCE認証を取得し、34製品がFDAの承認を

受けている。

2018年

• 子会社のLepucare （India） Vascular Solutions Pvt. Ltd.を通じてイ

ンド市場に進出した。

2021年

• 誤った結果が出る可能性があるため、800万個のCOVID-19検査

キットを回収した。

10,221人

先端医療機器

の開発・生産・

販売

Lepu

• 顧客ベースは65カ国に広がり、2023年には世界で

114億1000万人民元の収益を記録した。

• イェール大学やカリフォルニア大学デービス校などの

大学や臨床・科学研究機関と提携して、脳のための高

度な分子イメージングデバイスなどの進歩をリードして

いる。

2018年

• スキャナの多機能製品を発売し、米国の画像処理市場に参入した。

2022年

• 16億US$のIPOで株価が75%上昇した。

2024年

• MRIシステムuMR Jupiter 5Tesla （5T） の米国FDA承認を取得した。

7,440人

MRIシステム、X
線画像システム、

分子イメージン

グシステム

Shanghai 
United Imaging 

Healthcare

• 110カ国以上で事業を展開し、2023年には世界で99
億人民元の売上を記録した。

• 中国医療機器工業協会 （CAMDI） の会長部門であり、

医療機器、医薬品機器、医療サービスの分野でリード

している。

2021年

• Aesculap International Gmbhから4820万人民元でXinhua 
Surgical Instruments Co., Ltd.の株式40%を取得した。

2024年

• 画像診断に特化した医療機器メーカーGenorayとMoUを締結した。

8,209人
放射線治療機器、
手術器具、歯科
用機器

Shinva Medical 
Instrument

（出所） 各社ホームページ
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事業概要日本側の主な出資企業現地法人名No.

初期段階のプロジェクト開発から商業段階まで製薬およ

びバイオテクノロジー企業をサポート
住友商事株式会社Summit Pharmaceuticals China Ltd.1

検査用診断薬・分析機器の販売株式会社エイアンドティーA&T Shanghai Co., Ltd.2

コンタクトレンズの販売を行う事業株式会社メニコンMeni-one China Co.,Ltd.3

業界構造 - 日本企業の進出状況（現地法人）～上海～

中国／医療関連／医療機器

（出所） 各社ホームページ
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中国／医療関連／医療機器

業界構造 - 日本企業の進出状況（現地法人）～北京～

事業概要日本側の主な出資企業現地法人名No.

CT装置、MRI装置、X線装置、超音波装置の販売キヤノン株式会社Canon Medical Systems （China） Co., Ltd.1

キット、試薬、その他の生物医学技術サービスの提供タカラバイオ株式会社
Takara Biomedical Technology （Beijing）
Co., Ltd.

2

（出所） 各社ホームページ
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中国／医療関連／医療機器

業界構造 - 日本企業の動向と評価

中国市場の発展動向製品分野企業名

• 2023年には、ハイエンド医療機器の現地生産を加速する中国現地化戦略を発表し、上海に新支店を開設した。

• オリンパスと共同で、胆道・膵疾患の精密治療における両社のリソースを統合し、内視鏡的逆行性胆道膵管造影ソリュー

ションを開発した。

• 画像診断装置キヤノンメディカルシステム
ズ株式会社

• 2024年3月期の中国での売上高は、主に現地企業との競争激化により前年比10%減の51億3000万人民元となった。

• 研究開発 （R&D） に力を入れ、「健康中国2030計画綱要」を推進している。

• 内視鏡、MIP（外科・処
置具）

• ライフサイエンス

オリンパス株式会社

• 米国の超音波大手Sonosightを2011年に買収し、中国でのパイプラインを強化した。

• 超音波医療機器事業強化のため、中国で診断機器事業を統合した。

• メディカルシステム
（FCR機器・材料、画像

情報ネットワークシステ
ム）

• ライフサイエンス

富士フイルム株式会社

• 2018年、同社はEssen Technologyを買収し、中国の薬剤溶出ステント市場に参入した。
• 心臓血管領域（カテーテ

ル）
• 輸液、輸血関連領域

テルモ株式会社

• 中国での売上高は53億元であり、世界市場の約1／4を占めている。

• 中国では、製品の現地生産化（試薬や小型製品が中心）が大きく寄与し、血液分野で器具・試薬、止血剤の売上が増加し

た。

• 臨床検査機器
• 検査用試薬
• 粒子分析機器

シスメックス株式会社

• 2011年には蘇州に新工場を建設し、X線診断装置や超音波診断装置の使用普及のために、製造を増産した。

• 日立アロカメディカルとの統合によるシナジー （品揃えの拡充と販売体制の補完） を目指す

• 画像診断装置
• 医療情報システム

富士フイルムヘルスケア・
マニュファクチャリング株式
会社（旧：日立ヘルスケア・
マニュファクチュアリング）

• 人工腎臓の世界生産を増やすために1000億円を投資し、中国、インド、日本、ベトナムの工場で生産を拡大している。

• 2013年には2億5000万元を投じて安徽省の工場に透析用フィルターの生産ラインを新設した。

• 人工腎臓透析器ニプロ株式会社

• 中国現地メーカーとのアライアンス事業を拡大している。

• 販売網再編 （陝西省西安、四川省成都市に事務所開設）を実施している。

• 医療電子機器
• 脳波計

日本光電工業株式会社

（出所） 各社ホームページ、Nikkei Asia



58

中国／医療関連／医療機器

業界構造 - 流通

 現行の法律法規に基づき、医療機器の価格は市場によって決定され、企業が自主的に価格を決めている。

 流通段階が多すぎることで、特に高付加価値の製品については価格が不必要に高くなることがよくある。政府は主に一括調達

または入札調達を導入することで、間接的に医療機器の価格の引き下げに関わっている。また2021年5月、公共部門では、調

達品目別に25-100%の国産比率のガイドラインが示されている。

公的医療機関の医療機器調達民間医療機関の医療機器調達

（出所） JETRO「中国の医療機器市場と規制 （2012年3月） 」

国内総代理店全国

地域

地域代理店

病院 病院

地域代理店

中小代理店 中小代理店

病院 病院 病院 病院

医療機器メーカー

国内総代理店を
使用するパターンが主流

※製品価格を下げるために直販を行おうとしている企業もあるが、非常に少ない。また、
外資系メーカーの製品であっても中国国内で製造されていれば国産とみなされる。

調達方法医療機器

各病院による独自入札、

もしくは、専門の入札業者による代行

 上記のような調達に応じられるのは外資メーカー数社で

あり、競争はあまりなく、主に製品の性能が重視される。

大型医療機器

政府主導による集中調達

 競争は激しく、価格も透明で、主にコストパフォーマンス

の良い製品が導入される。

 病院の年度調達計画に盛り込まれることが多い。

 一旦落札すると、基本的に販売は容易で、多額のマー

ケティング費用もかからない。

一般基礎
医療機器

衛生部と各地の衛生局による集中調達

 定期的に調達品目と最高価格が公表され、公立病院は

必ずこの範囲内で調達しなくてはならない。

 医療機器メーカーとしては、まず調達リストに載ることが

非常に重要である。

 しかし第1類製品を提供できるメーカーは多数あり、代

理店は製品の市場シェアを拡大させるため、病院との

関係構築も重要となる。

使い捨て医療機器、
消耗品、

ミドル・ローエンド
画像装置
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中国／医療関連／医薬品

市場規模・輸出入額

（10億US$）

輸入相手国（2025年）

医薬品の輸出入額

 中国は2020年までに60歳以上の人口が2億6,400万人に達し、全人口の18.7%を占める。脳卒中、冠状動脈性心臓病、糖尿

病などの慢性疾患の患者は3億人以上とされている。

 中国の医薬品市場は2024年に1,175億US$に達し、2029年には1,558億US$に達すると予測されている。

 輸出額および輸入額の双方で順調な伸びが見られ、市場規模は拡大していくことが想定されている。なお、医薬品の輸出が

2021年に急増しているが、ワクチン等のカテゴリーにおける輸出急増が主な要因と考えられる。

16%

15%

13%

9%
8%

38%

ドイツ

アメリカ

アイルランド

フランス
スイス

その他

（出所）Trademap （2026年3月時点）

7.4
8.9 9.2

13.2

38.6

14.0
11.3 12.2

14.1

25.3
27.9

33.6
34.9

41.9
39.9

43.1 42.3
40.4

2017 18 19 20 21 22 23 24 25

輸出 輸入
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中国／医療関連／医薬品

 2023年6月時点、中国の四大製薬企業は、以下の４企業である。

概要従業員数
売上高当期
純利益率

当期純利益
（中国元）

売上げ
（中国元）

地場メーカー

 シノファームは、ヒトワクチン、血液製剤、メディカルエステ、アニマルヘルス、抗体医

薬、医療診断薬の6つの主要分野をカバーするバイオファームセクターで構成されて

いる。

 2025年までに、中国で12の革新的な医薬品を販売するための承認を求める戦略的

協力契約を締結した。

1,15,959人2.51%15,009,828596,569,565
シノファームグループ

（China National 
Pharmaceutical Group）

 医薬品を開発・販売し、伝統的な中国医薬品、化学薬品、化学、生化学、ヘルスケア

製品を含む国内外の市場で事業を展開している。

 2023年、同社はBayer Pharmaceuticalsとより多くの地元の研究開発機関や革新的

企業との緊密な協力のために、Bayer Coラボインキュベーターを共同で構築する計

画を発表した。

48,164人1.98%5,166,570260,295,089

上海医薬集団服分有限公司
（Shanghai 

Pharmaceuticals  
Holding Co Ltd）

 医薬品、漢方薬、医療機器の製造・販売を行う。 また、医薬品物流センター、Eコマー

ス、小売チェーンも運営している。

 資本を増やし、中国での事業拡大のために、2023年に約4000万US$の政府補助金

を受けた。

30,100人1.42%2,174,000152,706,120

九州通医薬集団
（Jointown 

Pharmaceutical Group 
Co Ltd）

 医薬品、医療機器、漢方薬の製造、卸、小売り、輸出入を行っている。

 2023年、中国政府は同社の資本増強と中国での事業拡大を支援するために補助金

を支給した。 また、ロシアでは鎮痛・抗炎症薬の登録を行い、事業を拡大した。

28,048人5.67%4,171,30073,500,000

広州白雲山医薬集団
（Guangzhou Baiyunshan 

Pharmaceutical 
Holdings）

主な地場メーカーの現況 （2023）

業界構造 - 主要地場メーカー

（出所） 各社ホームページ、daxueconsulting 「China’s pharmaceutical industry: from manufacturing hub to key R&D player」、Forbes 「Jointtown Pharmaceutical Group」、GLOBAL TRADE ALERT 「China: 
Government subsidies for listed company jointown Pharmaceutical Group Co., Ltd in year 2023」、Forbes 「Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings」 （2025年2月時点）
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中国／医療関連／医薬品

業界構造 - 主要海外メーカー （日本企業以外）

 過去20年間、多くの欧米企業が成長の源として中国に進出し、需要の拡大だけでなく、急成長市場への投資を求める投資家からの評価も追い求めてきた。

 投資家は、欧米企業による中国での売上高に大きな価値を見出している。

進出時期現法拠点企業名No.

1937上海市Abbott Laboratories1

2013上海市Abbvie2

2018北京市Alfasigma3

2012上海市Amgen4

2008上海市Chiesi Pharmaceutical5

2009上海市Esteve Huayi Pharmaceutical Co., Ltd6

2016上海市Gedeon Richter Pharmaceutical  Co. Ltd7

2017北京市Teva Pharmaceuticals8

1989上海市Viatris9

2008台州市Xellia Pharmaceuticals （API manufacturing）10

中国に進出している主な欧米企業

（出所） Good Clinical Practice 「List of Pharmaceutical Companies in China」 （2025年2月時点）
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中国／医療関連／医薬品

事業概要日本側の主な出資企業現地法人名NO.

一般用医薬品の製造と医療用医薬品の研究開発大正製薬ホールディングス
上海大正力保健有限公司
（Taisho Pharmaceutical Holdings Co., Ltd）

1

腫瘍学、精神医学、神経学、女性の健康問題、泌尿器疾患など
の分野に焦点を当てている

住友ファーマ株式会社
住友制葯投資（中国）有限公司
（Sumitomo Pharma （China） Co., Ltd）

2

研究開発医薬品の製造、販売、輸出入中外製薬株式会社
日健中外製薬有限公司
（Chugai Pharma China Co Ltd）*

3

 2023年時点、日本の有名企業が上海で設立した現地法人は以下の通りである。

* 中外製薬は、2014年6月30日現在、ホフマン・ラ・ロシュが62%の株式を保有する子会社である。

業界構造 - 日本企業の進出状況（現地法人） ～上海～

（出所） 各社ホームページ、Good Clinical Practice 「List of Pharmaceutical Companies in China」、GlobalData 「Top10 Pharma Companies in Japan by Market Capitalization」
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中国／医療関連／医薬品

業界構造 - 日本企業の進出状況（現地法人）～北京～

概要日本側の主な出資企業現地法人名No.

医薬品の研究開発、製造、商業、ライフサイクルマネジメントアステラス製薬株式会社Astellas Pharma China, Inc1

クレストールの開発、 抗菌薬や抗生物質の生産塩野義製薬株式会社
北京塩野義医薬科技有限公司
（Beijing Shionogi Pharmaceutical Technology Limited）

2

研究開発医薬品の製造、販売、輸出入中外製薬会社
日健中外製薬有限公司 北京支店
（Chugai Pharma China Co Ltd （Beijing））

3

 2023年時点、日本の有名企業が北京で設立した現地法人は以下の通りである。

* 中外製薬は、2014年6月30日現在、ホフマン・ラ・ロシュが62%の株式を保有する子会社である。

（出所） GlobalData 「Top10 Pharma Companies in Japan by Market Capitalization （2023）」、 Good Clinical Practice 「List of Pharmaceutical Companies in China」
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中国／医療関連／医薬品

業界構造 - 流通

 中国では、規模の小さい卸業者が多く、市場集中度が低くなるため、流通が混乱しているという課題がある。

 中国政府は医薬品流通分野に対する監督管理を強化、製薬メーカーから医療機関に至るまでの流通企業を1社に制限する

「二票制」の導入を公表した。

（出所） 社会情報サービス 「中国医薬事情 2014」 （2025年2月時点）

従来の主な医薬品流通経路

一次卸業者全国

地域 医療機関 小売業者

製薬メーカー

消費者 消費者

医療機関

消費者

医療機関

消費者

二票制における医薬品流通経路

一次卸業者

製薬メーカー

医療機関

二次卸業者
※経由できる卸業者は1社のみ
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中国／医療関連／介護

市場規模

（出所）INTERNATIONAL TRAD ADMINISTRATION 「CHINA SENIOR CARE MARKET （2022）」 （2025年2月時点）

 中国の高齢者介護市場は、2025年までに8000億US$に達し、2030年までに3兆US$を超えると予測されている。

 2020年の国勢調査によると、65歳以上の人口は約2億人で、総人口の約14%を占めている。
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中国／医療関連／介護

業界構造 - 日本企業の進出状況

 中国に進出している介護事業者は、14社である。福祉用具事業者は、8社である。

（出所） 各社ホームページ

現地で事業を実施している日本企業ＮＯ.事業

株式会社ニチイ学館（北京市、上海市など18都市）1

介護

株式会社リエイ（北京市、上海市、成都）2

メディカル・ケア・サービス株式会社（南通市、広州市）3

ロングライフホールディング株式会社（青島市）4

株式会社日中医療福祉支援機構（ウイズネット）（大連
市）5

株式会社ゲストハウス（上海市）6

株式会社サンガホールディングス（瀋陽市）7

株式会社ケアサービス（上海市）8

アースサポート株式会社（上海市）9

セコム医療システム株式会社（上海市）10

株式会社学研ココファン（香港）11

エフビー介護サービス株式会社（北京市）12

株式会社メディヴァ（天津市）13

株式会社コミュニティネット14

現地で事業を実施している日本企業ＮＯ.事業

パラマウントベッド株式会社1

福祉用具

フランスベッド株式会社2

オージー技研株式会社3

株式会社ニチイ学館・
株式会社ニチイケアネット（卸販売）

4

日進医療器株式会社5

株式会社プラッツ6

株式会社カワムラサイクル7

株式会社幸和製作所8
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中国／医療関連／歯科

市場規模

（出所）WHOホームページ

 2019年時点で、歯科医療分野に対する総支出は約615.49億US$である。

有病率（2019年）

47.2%1〜9歳児における乳歯の未処置虫歯率

24.6%5歳以上における永久歯の未処置虫歯率

17.5%15歳以上の重度歯周病有病率

対応状況

×砂糖入り飲料への課税の実施

〇国家的な口腔保健政策・戦略・行動計画等の存在 （草案段階を含む。）

〇保健省における口腔保健の専門スタッフの存在

公衆衛生部門のプライマリーケア施設における口腔疾患の発見、管理、治療のための処置の利用可能性（※）

〇口腔疾患の早期発見のための口腔健診

×救急的な口腔ケアおよび痛み緩和のための緊急的な治療

×既存の虫歯を治療するための基本的な歯科処置

（※）必要としている患者の50％以上に到達しているか否か
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デジタルヘルス関連

 2022年9月、中国政府が支援するAI企業であるSenseTimeは、AIを利用したスマートホスピタルソリューションを立ち上げ、以

下の機能を実現することで中国の医療をデジタル化した。

 Patient-Centric Services （患者中心のサービス）：AIを利用したチャットボットによる診療科の推奨、AR （拡張現実）ナビ

ゲーションによる効率的な通院、リハビリテーションのためのスマートフォローアップシステム。

 医療専門家サポート：AI診断ツールや3D手術シミュレーション、および専門家による相談と治療の最適化の共同プラット

フォームを利用したハイパフォーマンスな臨床支援を提供。

 運用効率：非接触温度センサーなどのデジタルおよびインテリジェントプロセスで病院施設をアップグレードし、患者、スタッ

フ、施設に包括的な管理ソリューションを提供。

 （出所） Sensetimeホームページ
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中国／医療関連／その他

オンライン診療の主要プラットフォーマー

事業概要提携
医師数

提携
病院数

累計
患者数

売上
（M US$）

従業員数株式公開
内資/
外資

設立年企業名No.

 平安保険グループの子会社として2014年に設立され、2018年

に上場した。現在までに4億4000万人以上のユーザーがいる。

 アプリを通じて、ユーザーは医師の診察・診断、リハビリテーショ

ン指導、服薬アドバイス、医薬品販売へアクセスすることができ

る。

49,0003,0004.4億+4,673.61,753US$1.12M内資/
外資

2014
Ping An 

Health
1

 Alibaba Groupが開発したオンライン医療プラットフォームは、

Tmall Healthプラットフォームに3億人以上のユーザーがおり、

自社のオンラインストアには7700万人のユーザーがいる。

 医薬品販売に強みを持ち、公的医療保険が適用されないハイ

エンドな検診サービスを提供している。

220,000-3.77億+27,026.61,435US$1.3B
内資/
外資

1998
Alibaba 

Health
2

 Tencent Groupが出資するオンライン医療プラットフォームで、2
億4000万人以上のユーザーベースを持つ。

 中国全土の病院と提携しているこのプラットフォームは、医学、

外科、小児科の経験豊富な医師とユーザーを結びつけ、医薬

品の販売を提供している。

--2.4億+-2,000非公開
内資/
外資

2010WeDoctor3

 包括的でアクセスしやすく、費用対効果の高いデジタル健康管

理サービスおよび製品を提供する、中国のトップオンライン医療

プラットフォームの1つである。

 主なサービスには小売薬局とオンラインヘルスケアが含まれ、

ライフサイクル全体を通じてユーザーに質の高いケアを提供し

ている。

45,000+-1.68億+53,5303,118US$3.5B内資/
外資

2014JD Health4

 中国のオンライン診療の主要プラットフォーマーは以下の通り。

（出所） 各社ホームページ、 JD HEALTH 「JD.com profit surges in second quarter after slashing prices （2024）」、JINGDONG 「JD Health : CEO Shows Remarkable Reporting Card （2023）」
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中国／医療関連／その他

学会および業界団体

 中国医学会 （CMA: Chinese Medical Association）：

 1950年に設立され、中国で最大かつ最古の非政府医療組織である。43万人以上のメンバーと82の専門学会を代表している。

 国内の医学教育、研修、専門家交流において中心的な役割を果たしている。

 中国製薬工業協会 （CPIA: Chinese Pharmaceutical Industry Association）

 1988年9月に創立され、大規模および中規模の製薬会社、製薬機械および薬用ガラス包装会社、地域の製薬協会、研究機関、教育機関で構

成される非政府、非営利組織である。

 338の加盟団体で構成され、工業生産高の合計は中国の製薬産業全体の全80%を占める。同協会は、業界活動を効果的に管理・調整するた

めに、2つの支部協会と13の作業・調整委員会およびコミュニケーショングループを含む15の専門ユニットで構成されている。

 中国医療機器産業協会 （CAMDI: Chinese Association for Medical Devices Industry）

 1991年に設立され、法人資格を持つ非営利団体である。研究開発、生産、運営、投資、試験、認証、研修など、医療機器セクターに関与する団

体や個人で構成されている。

 現在、40の支部と専門委員会を統括し、会員数は4,000団体を超えている。

 中国医師協会（CMDA: Chinese Medical Doctor Association）

 2002年に設立され、内科医、外科医、研究者、医療従事者を含む460万人の医療専門家を代表する著名な国家的、非営利組織であり、医療コ

ミュニティー内での公共医療の改善とリーダーシップを提唱している。

 医療分野における指導的立場にあり、国民の健康を向上させ、全国の医療専門家に指導を提供している。

 中国伝統医学会 （CSTCM: China Society of Traditional Chinese Medicine）

 2000年2月に設立され、中国伝統医学（TCM）企業、研究機関、大学、社会団体、自発的に参加する個人からなる非営利団体である。現在、

500の企業と70以上の支部で構成されている。

 野生種の保全と生態系のバランスの維持を優先し、中国伝統医学の持続可能な発展を提唱する。

 （出所） 各学会および業界団体のホームページ、eMrdEvents 「CMDA」、PHARMA BOARDROOM 「CPIA」、IUCN 「CSTCM」
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中国／医療関連／その他

医薬品・医療機器関連イベント

公式 URL開催頻度取り扱う機器主催者イベント名

https://en.medtecchina.com/毎年美容医療、生殖補助医療、眼科、歯科Informa Markets
Medtech 

China

https://www.pharmchina.com.c
n/en

毎年医薬品、医療機器、健康製品、包装液、検査機器、バイオテクノロジー製品RX SinopharmPharmChina

https://www.china-aid.com/en毎年
リハビリテーション、シニアケア、介護、福祉機器、高齢者向け住宅、ヘルスケ

アマネジメントにおける最新のサービス、製品、技術を紹介

Shanghai Civil 
Affairs Bureau

CHINA AID

 医薬品・医療機器関連の代表的なイベントを以下に示す。

（出所） 各イベントHP
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中国／医療関連／その他

外国人患者受入/医療渡航

 中国政府は、民間の医療保険ソリューションを導入した。これには、中国で認可された国際民間医療保険 （IPMI: International Private
Medical Insurance）プロバイダーとの提携が含まれる。

 海外の大手保険会社の多くは、顧客に包括的なサービスを提供するため、現地の保険会社と提携している。これの主な利点は、カバー

される治療と通院費を直接請求できることであり、自己負担で支払った後に払い戻しを求める必要がないことである。さらに、現地の保

険会社は、中国語で病院と連絡を取ることができるため、請求手続きは事前に確立されており、請求プロセスは合理化、簡素化されて

いる。

 Pacific Primeは、中国で20年に及ぶ実績があり、上海、北京、広州に事務所を構え、顧客のニーズと予算に合った最適な保険を提

案するサービスを提供している。また、中国で認可を受けた数少ない仲介業者の1つである。

 AP Companiesは、IPMIと旅行保険会社のネットワークを通じて、顧客に一流の医師や病院を紹介する。専門家のアドバイスとサ

ポートを組合せることで、顧客は必要に応じて通訳を介し、可能な限り最善の医療を迅速に受けることができる。また、不正請求の

監視と防止にも積極的に取り組んでいる。

 外国人にとって、中国の医療制度を使いこなすのは困難であるが、包括的な民間医療保険プログラムと必要な医療資源を確保するた

めの積極的なアプローチによって、これらの課題を効果的に管理することができる。

 中国は近年、バイオテクノロジー、ゲノム科学、医薬品の分野で目覚ましい発展を遂げている。幹細胞研究、腫瘍学、整形外科学などの

分野で目覚ましい発展を遂げ、世界の医療イノベーションで卓越した地位を獲得している。中国の医療施設は最新の技術を装備してお

り、研究や臨床試験では国際的な医療企業と協力することが多い。これらの提携により、先進的な治療を提供することができ、多くの場

合、欧米諸国よりもはるかに低コストである。

 （出所） ITIJ 「Understanding international healthcare services in China （2023）」、MEDICAL TOURISM.COM 「China」
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中国／政策動向

中国の医療課題に対処するための主要政策とプログラムのリスト （1/4）

（出所） Health Industry Network, National Health Commission (PRC)

 このイニシアティブは、中国の医療の焦点を治療から予防へ移行させる。分野横断的な協力、測定可能な目標、健康介入を通

じて、ヘルスリテラシーの向上、慢性疾患の管理、健康的なライフスタイルの促進、平均余命の延長を目指す。

説明担当省庁年ポリシー

o これは、治療を中心とした医療から、病気の予防、健康増進、健康的なライフスタイルを重視した健康を中
心としたアプローチに移行することで、国民の健康を改善することに焦点を当てた中国政府の長期戦略で
ある。 2030年までに平均寿命と健康の公平性を高めるために、健康を国家開発政策に統合する。

o イニシアチブの全体的な目標:

• 国民のヘルスリテラシー(知識、意識、行動、技能)を向上させ、人々が十分な情報に基づいて健康に関
する決定を行えるようにする。

• バランスのとれた食事、定期的な身体活動、禁煙、メンタルヘルスへの意識向上などを促進し、肥満、栄
養不良、運動不足などの危険因子を減らす。

• 主要な慢性疾患(心血管疾患、がん、呼吸器疾患、糖尿病)と主要な感染症を予防および管理する。

o 次の活動領域を提供する。

• 健康知識の普及と教育—全国的なヘルスリテラシーの向上。

• バランスのとれた食事キャンペーン—健康的な栄養習慣の促進。

• 全国的なフィットネスと身体活動の促進—運動と活動的なライフスタイルの奨励。

• 喫煙規制とタバコの削減—タバコの使用を減らす。

• メンタルヘルスの促進—心理的なウェルビーイングをサポート。

• 母子保健活動:母子の健康を守り、増進する。

• 職場の健康増進:労働者と労働人口に焦点を当てる。

• 健康な高齢化と高齢者ケア:高齢者の健康を改善する。

• 主要疾患の予防と管理キャンペーン:慢性疾患と感染症。

健康中国行動推進
委員会

(国家衛生委員会)

2019-
2030

健康中国イニシア
ティブ

(Healthy China 
Initiative)



75

中国／政策動向

中国の医療課題に対処するための主要政策とプログラムのリスト （2/4）

（出所） 国務院 (PRC)、ニュース記事

説明担当省庁年ポリシー

• これは、治療を中心とした医療から、病気の予防、健康増進、環境保健活動:あらゆるレベルで安全な環
境を確保する。

• 保健サービスシステムの強化:公衆衛生と臨床ケアを統合する。

• 地域保健ネットワーク:草の根レベルでサービスを拡大する。

• 健康モニタリングと評価:パフォーマンス指標と評価システム。

• 公衆衛生要員の育成:医療専門家を強化する。

• 部門横断的な協力と政策統合:すべての政策に医療の優先事項を組み込む。

健康中国行動推進
委員会

(国家衛生委員会)

2019-
2030

健康中国イニシア
ティブ

(Healthy China 
Initiative)

o 2025年、中国共産党中央委員会は、第15代国家経済社会発展五カ年計画 (2026~2030年) を策定するた
めの勧告を第四回全体会議で採択した。

o これらの文書は、3月の最高議会の年次総会で審議され、実施される予定である。

o 五カ年計画では、以下の健康イニシアチブが規定されている。

• 健康中国イニシアチブを推進し、制度的な健康政策を改善し、国民の健康を促進し、平均寿命を延ばし
、全体的な健康成果を改善するための「健康第一」戦略を実施する。

• 主要な感染症の効果的な予防と管理を含む公衆衛生システムと疾病管理能力を強化する。

• 医療サービス、保険、医薬品の協調的な開発を促進することで医療サービスとガバナンスを改善し、公
立病院の人員配置、報酬、価格設定、規制を改革する。

• 郡、地区、地域レベルの医療機関を支援

• 慢性疾患の予防を拡大し、予防、治療、リハビリテーション、健康管理を含むフルサイクルの保健サービ
スを開発する。

• 緊急治療、応急処置システム、血液供給、および全体的な危機準備メカニズムを強化することにより、
緊急医療対応能力を構築する。

• 伝統的な漢方薬の保存と革新を支援しながら、伝統的な漢方薬と西洋医学の統合を促進する

• 革新的な医薬品、医療機器および器具の開発を支援し、より良い精神的および心理的健康サービスを
提供する。

• 国民の健康を改善するためにデジタルおよびインテリジェントテクノロジーを活用する。

中国共産党 (CPC) 
中央委員会

2026-
2030

第15次五カ年計画
(15th Five Year 

Plan)
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中国の医療課題に対処するための主要政策とプログラムのリスト （3/4）

（出所） National Health Commission (PRC)

説明担当省庁年ポリシー

o 緊急の公衆衛生ニーズに対するサービスの利用しやすさ、質、および対応力を向上させるために、保健シ
ステムの公共福祉プロジェクトを継続および拡大するための国家公共サービスイニシアチブである。

o 実際的な対策とイニシアチブ:

• 一般的な小児疾患の診断と治療を提供する1,000の郡区保健センターと地域保健サービスセンターを追
加し、草の根レベルで小児能力を強化する。

• さらに110の郡に精神保健外来サービスを追加し、草の根精神保健サービスのための技術支援、人員
配置、およびトレーニングを強化する。

• すべての三次公立総合病院で、健康的な体重管理外来クリニックを設立し、標準化された肥満および生
活習慣介入サービスを改善する。

• 品質管理と情報システムの強化に支えられて、都道府県レベルの二次以上の病院間で少なくとも300の
検査および検査項目の相互承認を促進する。

• 人口6万人以上の郡が血液透析サービスを提供できるようにし、透析を提供する350の郡区/コミュニティ
施設を追加するとともに、サービスの質と安全性を標準化する。

• 1万の医療機関が早期妊娠外来サービスを提供し、リスクスクリーニング、リプロダクティブ・ヘルス保護
、集学的ケアを強化する。

• 全国に15万の手頃な価格の保育所を追加し、質、規制、医療・保健機関との統合を改善する。

• 全国予防接種プログラムの下で13歳の少女に無料のHPVワクチン接種を提供し、草の根施設での週末
予防接種サービスを拡大する。

• サービスの質を向上させ、TCMの適用を促進するために、3,200人の主要な職員を統合された漢方医学
と西洋医学で訓練する。

• 公衆衛生教育を強化し、誤った情報と闘うために、「季節用語と健康」記者会見を開催し、1万以上の全
国的な健康知識講義を実施する。

国家衛生委員会、
国家伝統中国医学
局、国立疾病予防

管理センター

2026

2026年保健システ
ム公共サービスプ
ロジェクトの実施
(Implementing the 

2026 Health 
System Public 

Service Projects)
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中国／政策動向

中国の医療課題に対処するための主要政策とプログラムのリスト （4/4）

（出所） 国務院 (PRC)、ニュース記事

説明担当省庁年ポリシー

o 一次医療能力の強化、草の根医療サービスの質の向上、公平でアクセス可能で質の高い医療サービス
の促進を目的とした国務院承認の国家プロジェクトであり、 人々を中心とした医療アプローチに移行する
ことで、健康な中国の構築を支援する。

o 戦略:

• 一次医療機関の計画と配置を最適化し、農村部とコミュニティの医療システムを強化し、緊急対応と血
液供給システムを改善する。

• 郡病院、郡区保健センター、村の診療所の機能的な配置を実施し、垂直的な連携を強化する。

• 資源の共有、草の根レベルへの人員の流れ、サービスの均質化を促進するために、統合された医療コ
ンソーシアムを開発する。

• 基本的な公衆衛生サービスの標準化。

• 基本的な医療サービスの改善、かかりつけ医サービスの強化、リハビリテーション、看護、緩和ケアの強
化、医薬品供給の連携の改善。

• 子ども、女性、高齢者、障害者などの主要グループに対するサービスの促進。

• 草の根の疾病予防・管理システムの改革の深化。

• 草の根での伝統的な漢方薬サービスと研修の拡大。

• 郡レベルの施設と設備をアップグレードし、移動医療サービスを拡大する。

• 一次医療従事者と2方向の人事フローメカニズムを開発する。

• デジタルでインテリジェントな医療サービスを改善し、電子記録の共有を促進する。

• 草の根開発と階層的な診断と治療を支援するために、医療保険の支払いとインセンティブの仕組みを改
革する。

国家衛生委員会と
国務院

2025

医療・保健基盤強
化のための実施計

画
(Implementation 

Plan for the 
Strengthening of 
the Foundation of 
Medical and Health 

Care)
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中国／政策動向

医療関連政策の将来動向 （1/7）

 中国政府は国産医療機器業界の発展を支援するため、目的の3本柱を設定し、それぞれ下記の政策を実施してきた。

（出所） JETRO 「中国政府による国産医療機器優遇政策に関する調査報告 （2015年）」

国産医療機器業界の発展に向けた3本柱と実施されてきた政策

技術綱領

中国政府

法・条例支援 病院改革

国家中長期における科学と技術の
発展計画綱領

中長期における科学と技術の発展
計画綱領（2006-2020年）』に付帯す

る若干の政策

医療機器科学技術産業における「十
二・五」特別計画

政府調達法

政府集中調達リストの制定

革新的医療機器の特別承認プロセ
スの制定

新版「医療機器監督管理条例」

優秀国産医療機器の選考

国産医療装置の発展・応用促進会
議及び中国国家衛生計画出産委員
会による病院建設の予算管理会議

「精確な結合、精確なサービス」向上
に関する若干の意見

デジタル診療装置の重点実施方案
（意見募集稿）

医療衛生体制改革深化への
意見の公布

「十二・五」における医薬衛生体制改
革深化計画兼実施方案

県級公立病院総合改革 モデル拠点
に関する意見の公布

2014年県級公立病院の総合改革モ
デル拠点の実施に関する通知

高価医療用消耗品の集中調達に関
する行動規範

2015年衛生計画出産委員会の仕事
ポイント
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政府調達法

医薬品衛生体制改革 の深化に関する意見

中国医療機器の国産化調達政策

中国／政策動向

医療関連政策の将来動向 （2/7）

 医療機器業界におけるこれまでの中国政府の主な政策動向を時系列で以下に示す。

医療機器業界における中国政府の政策動向

それ以前

2008年

2009年

2013年

2014年

2016年

 中国政府は、この「政府調達法」の中でのみ、調達者が中国企業を支持することを要求していた。
 しかし、医療業界におけるこの政策の影響力は非常に小さく、特に大型医療用装置に対してはほぼ影響がなかった。
 そのため、中国の医療機関は、大型装置の納入の際は大多数が輸入品を選択していた。

 中国政府は、この公布を機に、新医療改革をスタートさせた。
 「看病難（診察を受けるのが難しい）」、「看病貴（診察費が高い）」という2点の課題を重点的に取り組んだ。

 2014年、中国政府はこれまでの2つの課題「看病難（診察を受けるのが難しい）」と「看病貴（診察費が高い）」への対策が進んできたことを受け、新たに
中国医療機器の国産化調達政策を打ち出した。目標を実現するために、中国政府は一連の関連措置を公布し、同時に、各級政府と部門に関連政策を
打ち出すことを要求した。

 同目的で公布された政策は、主に以下となっている。
優秀国産医療装置の選考
国産医療装置の発展・応用促進会議および中国国家衛生計画出産委員会による病院建設の予算管理会議
「精確な結合、精確なサービス」向上に関する若干の意見

県級病院の発展に注力

 「看病難（診察を受けるのが難しい）」と「看病貴（診察費が高い）」という課題は、県級病院の発展に力を入れることによって、県級病院のサービスレベル
と各種の重病に対する治療能力を引き上げ、重病をできる限り県内で治療するようにする対策で解決を図った。

 そのため、中国政府は数多くの県級発展政策と計画を打ち出した。主に以下の条文である。
 『2011年公立病院の改革モデル拠点業務スケジュール』（国務院弁公庁発行〔2011〕10号）
 『県級公立病院の総合改革モデル拠点に関する意見』（国務院弁公庁発行〔2012〕33号）
『2014年県級公立病院の総合改革モデル拠点の実施に関する通達（国務院衛生弁公庁体制改革函〔2014〕504号）
『県級病院の総合能力を全面的に引き上げる業務方案』（国務院衛生医療発行〔2014〕48号）

 中国政府は、基層医療機関の精算割合を引き上げることによって、軽症患者を基層医療機関へ診察に行くよう促した。基層医療機関とは、コミュニティ衛
生サービスセンター、農村・町の中心病院などである。

（出所） JETRO 「中国政府による国産医療機器優遇政策に関する調査報告 （2015年）」
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中国／政策動向

医療関連政策の将来動向 （3/7）

 2015年3月、国務院は「医療衛生サービス体制計画」の概要を発表し、2020年までに中国政府として医療関連産業における

取り組むべき目標を設定した。

 「医療衛生サービス体制計画」は、医療関連産業において、2011年に公布された第12次5カ年医療衛生制度改革を発展させ

た形で新たに目標を定めたものとなる。

国務院の指摘する、医療関連産業の体制に関する5つの課題

（出所） みずほ銀行 「Mizuho Industry Focus Vol. 174 （2015.11.12）」 （2025年2月時点）

医療衛生資源の不足（量・質両面）①

医療衛生資源の不合理配分②

各級・各種医療衛生機関の連携不足③

公営病院改革に対する取組不足④

政府から医療衛生資源の配置に対する

統括・管理能力強化
⑤

2020年までに医療産業の発展に資する制度や体制を整備し
医療衛生資源配分の更なる最適化を図る

国産品の奨励
① 国産機器の配置を増加させ、医療コスト削減
② 専門検査機関および画像センターの展開をサポート
③ 大型設備の共用・共同管理のスキームを構築
④ 地域別画像センターを設立し、「基層医療衛生機関で検査、病

院で診断」というサービスを促進

医療機器

民間病院の役割を明確化
① リハビリや高齢者介護サービス等公営病院が出来ないサービ

スを補完することを求めている
② 外資による病院設立条件を緩和し、政府が民営病院の設立を

積極的にサポート

医療衛生サービス体制に基づく病院体制
① 地域規模によって病院の設置数等を規定

医療
サービス

国産品の奨励
① 健康クラウド、ウェアラブルやデバイス等の最新技術を応用した

健康情報やスマート医療のサービス提供推進
② 2020年までに全人口をカバーする人口情報、国民健康データ

および電子病歴の三大データベースを整備
③ モバイルインターネットや遠隔医療サービス等の展開促進
④ 公共サービスカードの一括管理により医療サービス向けの共通

カードの実現

医療IT

医療衛生サービス体制計画における主な計画
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中国／政策動向

医療関連政策の将来動向 （4/7）

 2016年8月、習近平国家主席以下、幹部も出席のもと、全国衛生・健康大会が開催された。衛生・健康に関する会議に国家主席が出席するのは

21世紀において初めての出来事である。習近平国家主席からは、「全面的な健康がなければ「小康社会」（「ややゆとりのある社会」を意味する中

国の長期国家目標）も語れない」との発言があった。

 その後、2016年10月に国務院の発表で、「健康中国2030計画綱要」が示された。この計画では、多くの健康指標について、2020年および2030年

の数値目標が設定されており、その中には、健康に限らず、環境、レジャーといった幅広い分野に主要目標を設定して取り組んでいる。

 2019年7月、国務院は「健康中国実施行動計画」を発表し、「計画綱要」の目標を達成するために必要な取組を具体化し、3大主要任務（健康に影

響する諸要因への 全面的介入、健康なライフサイクルの維持、重大疾病の防止）で計 15 項目の特別対策が定 められた。

 2021 年 3 月の「第14次五カ年計画・2035 年ビジョン目標」においては、健康中国の建 設を全面的に推進するとし、感染症対策の強化を中心とす

る公衆衛生体系の強化、医薬衛生 体制改革の深化、医療保険制度の健全化、中医薬の伝承・革新の推進などに取り組むとされた。

（出所）厚生労働省「2021年海外情勢報告」、ニッセイ基礎研究所「中国社会保障と第14次５カ年計画－2020年とこれからの2025年、2035年」（2021）

「健康中国2030」における主な指標

203020202015

79.077.376.34平均寿命（歳）

5.07.58.1乳児死亡率（‰）

6.09.510.75歳以下死亡率（‰）

12.018.020.1妊産婦死亡率（1／10万）

5.34.353.6スポーツ運動常時参加者数（億人）

2015と比べ30％を減少2015年と比べ10％を減少19.1%（2013年）重大な慢性病の早期死亡率（%）

3.02.52.2医師（助手）数（千人当たり人数）

持続的に改善80超76.7都市の空気の質が「優良」な日の割合（%）

16超8超-健康サービス業総規模（兆元）
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中国／政策動向

医療関連政策の将来動向 （5/7）

 2012年以降、すべての部門が増加しており、2022年には合計約2兆2000億元に達した。この増加は主に国民の健康保険に

対する政府支出によるものである。

3,657 4,294 4,835 5,657 6,220
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15,413

16,418

18,873 18,919

22,316

1,102
1,206

1,719
1,917
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1,157

1,371
1,727

1,961
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918

1,314
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1,692

609
705

938

1,102
1,211

0

5,000

10,000

15,000

20,000

7,245
8,280

10,177

11,953

13,159

162012

億中国元）

13 14 15 17 18 19 22

+12%

政府の医療分野への支出額

プライマリケア病院 その他医療保険公衆衛生 合計 （2017年以降）

2120

（出所） 中国国家統計局ホームページ
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中国／政策動向

医療関連政策の将来動向 （6/7）

 2020年時点、中国の医療・保健サービスシステム （MHS: Medical and Health Service System）には、35,394の病院、

970,036の一次医療・保健機関、14,492の専門公衆衛生機関 （国家統計局: National Bureau of Statistics）が含まれている。

 2018年、国務院は医療機器の査察の拡大を明確に提唱した。その結果、国家薬品監督管理局（NMPA）による査察件数が

2019年に大幅に増加し、この傾向はCOVID-19による影響がなければ将来も続くと予想された。一部の省では、緊急のニーズ

に対応する革新的な製品の登録と承認を迅速化するプログラムを試験的に実施している。

 「Made in China 2025」は、2020年までにミドル～ハイエンドな医療機器の50%を中国国内で生産することを目標に掲げ、

2025年までに70%、2030年までに90%に引き上げることとしている。国内で生産された製品は、登録料が安く、製品に関する

研究や市場に参入する際の承認、物資調達などにおいて様々なサポートを受けることができる。

法規制

 中国では合計特殊出生率が低下しており、2020年には女性が1.3人までに減少した。高齢者人口の割合は増加している。こ

れに対応するために、全国人民代表大会常務委員会は2021年8月20日、夫婦が子供を3人まで持つことを認める改正案を可

決した。「人口・家族計画法 （Population and Family Planning Law）」には様々な出産支援策が盛り込まれている。これらの

措置は、教育費の削減、保育サービスの充実、女性の労働権の保護を目的としている。この法律はまた、従来定められた子ど

もの制限数を超えた世帯に課す社会扶養料を廃止し、子育て費用を削減するために、財政、税金、保険、教育、住宅、雇用の

包括的な支援を導入している。さらに、公共の場所や職場に、手頃な価格で利用できる保育サービスや保育施設を政府の補

助金で設置することを義務付けている。また、女性の雇用権を保障し、育児休暇や性と生殖に関する健康意識の向上キャン

ペーンの規定を明記している。

 2021年、国家衛生健康委員会は、各省、市、郡に一つの標準化された母子保健機関を設立することを決定した。

 2021年、国家衛生健康委員会は、医師の合法的な権利と利益を保護する法律を導入した。それは、自発的に公の場にて応

急措置を提供し、過失で危害を加えた医師は、民事責任を問われないことを明確にしている。

 （出所） デロイト中国 「Chinese Medical Device Industry: How to thrive in an increasingly competitive market?」、中国国家衛生健康委員会のホームページ
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中国／政策動向

医療関連政策の将来動向 （7/7）

「健康中国2030計画綱要（Strategic Pillars to Healthy China 2030）」：

 2016年10月に発表された。以下が主な目標である。

1. 2020年までに全国民を対象とする医療・衛生制度と健康サービスの体系の整備
2. 効率的な医療・衛生サービスとスポーツ・健康増進サービスの提供
3. 多様性・合理的な構造を持つ健康産業体系の形成
4. 2030年までに主要健康指標の高所得国水準の達成と79歳までの平均寿命の延伸等

「健康中国行動の実施に関する意見」（以下「意見」）

 中国国務院は、2019年7月15日に「健康中国2030年計画綱要で掲げた目標を確実に達成するために「意見」を発表した。

 ３大主要任務 （計15行動）が示された。

• 健康に影響する諸要因への全面的介入
1. 食事の合理化行動の実施
2. 健康増進行動の実施
3. 喫煙制限行動の実施
4. 心の健康促進行動の実施
5. 健康増進の環境形成行動の実施

• 健康なライフサイクルの維持
1. 女性と幼児の健康促進行動の実施
2. 小中学生の健康促進行動の実施
3. 従業員の健康増進行動の実施
4. 高齢者の健康増進行動の実施

• 重大疾病の防止
1. 心・脳血管疾患予防行動の実施
2. がん予防行動の実施
3. 慢性呼吸疾病予防行動の実施
4. 糖尿病予防行動の実施
5. 感染症予防行動の実施

 （出所） みずほ総合研究所「健康中国行動の実施に関する意見 （2019.8.16）」
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外交関係（1/3）

 2010年以降の主な往訪者は下記の通り。

（出所） 外務省ホームページ

中国からの往訪者 日本からの往訪者

岡田外務大臣温家宝国務院総理、胡錦濤国家主席2010

野田総理大臣、玄葉外務大臣、山口外務副大臣温家宝国務院総理2011

山口外務副大臣（2回）－2012

－－2013

安倍総理大臣（APEC首脳会議出席のため）－2014

木原外務副大臣－2015

安倍総理大臣（G20サミット出席のため）、岸田外務大臣－2016

－－2017

安倍総理大臣、河野外務大臣李克強総理2018

安倍総理大臣習近平国家主席、王岐山国家副主席2019

－－2020

－－2021

－－2022

林外務大臣2023

－－2024

主な往訪者（大臣等）
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外交関係（2/3）

 2019年には安倍元総理大臣の訪中と、習近平国家主席の訪日が実現した。

（出所） 外務省ホームページ

近年の首脳会談

場所会談相手日程

中国・北京（APEC首脳会議）習近平・国家主席
2014年11月10
日1

インドネシア・ジャカルタ（バンドン会議60周
年行事）

習近平・国家主席
2015年4月22
日2

韓国・ソウル（日中韓サミット）
李克強・国務院総
理

2015年11月1
日3

モンゴル・ウランバートル（ASEM首脳会合）
李克強・国務院総
理

2016年7月15
日

4

中国・杭州（G20サミット）習近平・国家主席2016年9月5日5

ペルー・リマ（APEC首脳会議）習近平・国家主席
2016年11月20
日6

ハンブルク（G20サミット）習近平・国家主席2017年7月8日7

ベトナム・ダナン（APEC首脳会議）習近平・国家主席
2017年11月11
日8

フィリピン・マニラ（ASEAN関連首脳会議）
李克強・国務院総
理

2017年11月13
日9

東京
李克強・国務院総
理

2018年5月9日10

場所会談相手日程

ロシア・ウラジオストク（東方経済フォーラム）習近平・国家主席2018年9月2日11

北京
李克強・国務院総
理

2018年10月26
日

12

北京習近平・国家主席
2018年10月26
日13

アルゼンチン・ブエノスアイレス（G20サミッ
ト）

習近平・国家主席
2018年11月30
日14

大阪習近平国家主席
2019年6月27
日

15

タイ・バンコク
李克強国務院総
理

2019年11月4
日

16

北京習近平国家主席
2019年12月23
日17

成都
李克強国務院総
理

2019年12月25
日

18

電話会談習近平国家主席
2020年9月25
日19

電話会談習近平国家主席
2021年10月8
日20

電話会談習近平国家主席
2022年11月17
日21
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外交関係（3/3）

 2019年には安倍元総理大臣の訪中と、習近平国家主席の訪日が実現した。

（出所） 外務省ホームページ

近年の首脳会談

場所会談相手日程

サンフランシスコ・アメリカ（APEC首脳会議）習近平・国家主席2023年11月16日22

韓国・ソウル（日中韓サミット）李克強・国務院総理2024年5月27日23
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経済産業省の主な医療国際化関連事業（1/12）

 2011年度以降、複数の医療国際化事業が実施されている他、官民ミッションや留学人材セミナーも開催されている。

（出所） 経済産業省ホームページ

医療国際化事業

実施結果実施内容代表団体テーマ実施年ＮＯ.

 日中間の関係性の変化により、中国リハビリテーション
研究センターの実証実験は実施できなかった。

 技術面や法的面では本ビジネスの現地展開が可能で
あることを確認できた。

 ビジネスを成功させるためには、例えば、外資系金融
機関との連携や、健康予防から介護分野まで網羅した
サービス提供などの差別化が必要であるとの結論に
至った。

 中国リハビリテーション研究センターでの健康診断・画
像診断対応能力の調査

 「遠隔病理診断」実証実験に向けた準備

 中国に進出する際の事前検討事項調査

 中国における健康診断・人間ドック・遠隔診断事業展
開する際の諸問題の検討

国際医療福祉
大学

遠隔診断
2011 
2012

1

 杭州においても、日本式の糖尿病治療の高い治療効
果が確認された。

 杭州においても、患者および医療者から、日本式の糖
尿病治療に対する高い満足度が得られた。

 日本式糖尿病治療を持続可能なビジネスとするために
は、サービス提供形態・課金スキーム・実施主体等を
含めた事業モデルを確立する必要があることが明らか
となった。

 糖尿病治療（診療・足外来および栄養指導・運動指
導・）の実施

 糖尿病治療（診療・足が依頼および栄養指導・運動指
導）の効果および満足度調査の実施

 ビジネスモデル検討のための現地調査の実施

テルモ、Medical 
Excellence 

JAPAN

糖尿病診療
サービス

2011 
2012

2
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経済産業省の主な医療国際化関連事業（2/12）

（出所） 経済産業省ホームページ

医療国際化事業（つづき）

実施結果実施内容代表団体テーマ実施年ＮＯ.

 2012年9月4日に湖南省において、徳島県商工労働部
保健福祉部と湖南省衛生庁により「医療衛生分野の交
流協議書」が締結できた。（その後、調整再開のめどが
立たず中国での需要調査は断念し、モンゴル調査に移
行。）

 在大阪モンゴル国総領事館を訪問し、事前に現地の医
療状況等の概要を把握した。

 2013年2月に現地訪問調査を実施し、モンゴル国の医
療環境、糖尿病の状況や治療・健診の状況を把握し
た。

 湖南省衛生庁、人民病院と調整協議

 健診サービス等の現地需要調査

 現地医療関係者との交流

とくしま産業振
興機構

生活習慣病健診
サービス

2011 
2012

3

 中国においては、MRIの撮影技術指導、胸部X線の読
影技術指導、超音波検査の撮影技術指導、血液検査
の実施方法指導を行い、現地の人材育成を進めること
ができた。

 ASEAN諸国での展開については、インドネシアを選定
し、「インドネシア・日本国交樹立55周年記念Smart
Community 2013 in Indonesia」に健診車を展示し、健
診デモを実施することで、インドネシアへの健診事業展
開に向けて、日本の健診システムへの理解を促進し
た。

 中国（ラサ）での現地の人材育成

 ASEANでの健診サービス提供対象国の選定および市
場調査

 ASEANの対象国での事業展開準備

 ASEANの対象国での健診車による健診デモ実施エム・アイ・ユー
高度健診
システム

2011 
2012 
2013

4
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経済産業省の主な医療国際化関連事業（3/12）

（出所） 経済産業省ホームページ

医療国際化事業（つづき）

実施結果実施内容代表団体テーマ実施年ＮＯ.

 中国では北京大学深セン病院との有料サービス提供
のMOUを締結し、11症例の有料サービスを提供した。
インドネシアでは1症例の有料サービスを提供した。

 サービス授受に関する汎用業務プロセス、標準文書雛
形を策定し、VS画像授受のため既存の画像伝送プ
ラットフォームを評価した。さらに、代行業者を通じた中
日間の送金の手続きも確認できた。

 日本の医療およびがん研究会全体のがん診療の認知
を高めるためのプレゼンテーション用動画を制作し、セ
ミナーで上映した。

 中日友好病院・北京大学腫瘍病院、セミナーに集まっ
た約100病院に対し、病理遠隔診断サービス紹介を行
い、連携パートナー拡大の足がかりを構築できた。ま
た 、 Siloam Hospital Group 傘下 のがん専門病院
MRCCCと遠隔病理診断を含めた連携体制構築に向
けた議論を始めた。

 がん研究会のがん早期健診に対するニーズを持つ、
北京・上海の連携パートナーを探索した。北京では、健
診希望者受入れの業務プロセス案の検討を開始した
が、インドネシアではがん早期診断の受診行動が少な
く、早期診断の事業化を図るのは時期尚早と評価し
た。

 サービスパッケージ構築

 サービスパッケージの詳細化と検証

 病理診断サービス・他の診断サービスの中長期展開
向けの市場性等調査

公益財団法人
がん研究会

病理診断
サービス

2012
20135
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経済産業省の主な医療国際化関連事業（4/12）

（出所） 経済産業省ホームページ

医療国際化事業（つづき）

実施結果実施内容代表団体テーマ実施年ＮＯ.

 歯科技工に通じた信頼のおける外部アドバイザーを確
保した上で、歯科技工トレーニングセンター（歯科技工
所併設型）の建設・経営のための情報を収集した。

 提携・協力候補として9歯科技工所をリストアップし、各
技工所に関する概要および資本関係等の調査を行っ
た結果、候補先が5社に絞られた。

 歯科技工トレーニングセンターでのトレーニング内容に
関する情報収集やデモンストレーションを行った結果、
日本の歯科技工・歯科材料のニーズが高いことが確認
された。受講費用については、「セミナーは無料で受け
るもの」という傾向や、有料技工トレーニングの許容予
算額のばらつき等が認められた。

 提携・協力候補となる歯科技工所の調査

 中国の歯科技工教育内容の調査

 歯科技工教育のニーズ・受講費用および教育プログラ
ムの検討

 現地での歯科技工トレーニングのデモンストレーション
の実施ジーシー

歯科技工
サービス・教育

2012
2013

6

 北京天壇普華医院（米中合弁民間病院）をパートナー
病院としてリハビリ事業について協議・交渉を重ね、同
院内にあるリハビリセンターを慈泉会の新設現地法人
が運営管理すると共に、独立採算制としてその利益を
双方で分配することを合意した。

 北京天壇普華医院のリハビリスタッフおよび看護師が
相澤病院で2週間の研修を受けると共に、相澤病院の
リハビリスタッフが北京天壇普華医院へ計6回赴きリハ
ビリ指導を行うなど、現地スタッフの育成も実施した。

 申請書類の作成・準備から設立まで約5カ月間を要し
たが、北京市内では初となる外資による病院管理会社
「相澤（北京）医院管理有限公司」を設立、営業許可証
を取得した。

 現地リハビリスタッフの教育研修

 現地スタッフによる日本式リハビリの実証調査

 日本製義肢装具の供給および専門職育成に関わる調
査

 日本製リハビリ機器等の導入・設置に関する検討

 現地の他の医療機関や教育機関との連携の検討

 中方パートナーとのリハビリ事業スキームの構築に関
する調査・交渉

慈泉会リハビリテーション
2012 
2013 
2014

7
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経済産業省の主な医療国際化関連事業（5/12）

（出所） 経済産業省ホームページ

医療国際化事業（つづき）

実施結果実施内容代表団体テーマ実施年ＮＯ.

 合弁候補の相手と合弁意向書、機密保持契約書を締
結、相手方へのデューデリジェンスを行った。

 施設設計は現況確認を行い、基本計画を策定し、概算
見積を行った。

 医療機器、材料の選定、調達準備は現況の確認と新
規購入機種の検討を行った。

 人材研修は、中国側パートナー病院職員の鉄蕉会施
設での研修を行った。

 主要ポストの人材調達は、日本側の主要事務担当者
の採用を進める。

 市場調査について、上海の外資系医療機関、青島、北
京の乳腺科病院へのヒアリング調査を行い、外資系医
療機関の院内運用、乳がん治療の状況等を調べた。

 中国側パートナーとの合弁準備

 施設設計

 医療機器・診療材料の選定、調達準備

 院内情報システムの調達

 許認可事項・法的制約事項の確認、手続き

 中国側人材の研修受け入れ

 主要ポストの人材調達

 中国の医療機関の実態調査

鉄蕉会先進医療・健診システム
2013 
20148

 中 国 事 業 で は 、 医 療 新 技 術 （ New Medical
Technique； NMT）申請に向けた準備を行った。また、
今年度の試験培養、マルチチューブを用いた生産合理
化により、技術漏洩防止、製造プロセスの簡素化、コス
ト削減に向けた素地を作ることができた。

 タイ事業においては、Thai FDAから再生医療製品の
認可を取得する方法と、医師の自由診療の範囲で臨
床応用する方法があり、今後は、両方の方法を踏ま
え、現地パートナーおよび細胞培養施設を選定した。

 倫理委員会申請および上海市当局への照会（中国）

 現地医師への技術指導（中国）

 臨床試験実施のための患者選定（中国）

 培養施設の整備・試験培養の実施（中国）

 生産合理化活動（中国）

 事業環境現地調査～事業計画立案（タイ）

 再生医療製品の提供（ドネーション）準備（タイ）

ジャパン･ティッ
シュ･エンジニ

アリング
再生医療実用化

2013 
20149
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経済産業省の主な医療国際化関連事業（6/12）

（出所） 経済産業省ホームページ

医療国際化事業（つづき）

実施結果実施内容代表団体テーマ実施年ＮＯ.

 中国ではCPAPの市場規模は拡大傾向、インドネシア
とタイでも肥満者の増加から潜在市場が大きいことが
わかった。

 中国、インドネシアではPSG検査システムより簡単な
在宅検査を実施し、国境を跨いだSAS検診が可能だと
判断した。

 上海セントミカエル病院にてSAS診療の専門クリニック
を開設し、9名に対するCPAPの導入およびオペレー
ションシステムの検証を実施した。

 2015年3月から上海市浦東新区浦南医院睡眠セン
ター設立支援を行うこととなった。12月には両病院間で
学術協定を結ぶに至った。

 江蘇省南京市で「江蘇省医師訪日研修医療学術交流
会」を開催し、省級病院での睡眠センター設立支援を
行うことになった。

 ジャカルタではSAS診療の市場性を確認できた。現地
呼吸器専門医と2016年度までに同国初のSAS専門ク
リニック開設を目指すことを合意した。

 バンコクでは、人的交流を通して相互連携を深めること
を約束した。

 現地医療機関における睡眠障害領域、メンタルヘルス
に関する実態調査

 日系企業の邦人および現地従業員を対象としたSAS
検診の啓発活動

 診療サービスについての教育指導とウェブ会議システ
ムの構築

 日本式SAS診療サービストライアル実施

 SAS診療体制の確立

春回会
睡眠時無呼吸
症候群診療

2013 
201410
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中国／日本との関わり

経済産業省の主な医療国際化関連事業（7/12）

（出所） 経済産業省ホームページ

医療国際化事業（つづき）

実施結果実施内容代表団体テーマ実施年ＮＯ.

 対象国では、文化的背景、慣習などから、家族介護を
基本としているが、介護者の負荷により外部サービス
利用への意向が高まっていること、また家族介護を代
替できるような手厚い外部サービスの登場が望まれて
いることがわかった。

 日本式介護では、被介護者の尊厳を第一に考えられ
ており、家族サービスと同等の機能を有すると評価さ
れた。

 日本式介護の持つソフト面でのノウハウ・手技だけでな
く、それを可能とする施設空間・機器も含めてのパッ
ケージの導出に大きな事業機会が存在することがわ
かった。

 対象国の認知症介護にかかる基礎調査（市場規模、
ニーズ、法制度）

 対象国での日本式介護の実証調査

 中国での普及啓発活動（セミナー）

メディカル･ケア･
サービス

認知症介護サービス201411

 日本式の高齢者サービスの受容性は高いものの、終
身利用権の入居一時金方式へのハードルが高い、要
介護状態になって初めて高齢者施設への入居を考え
る等、価値観や生活習慣等の違いを踏まえた現地化
が必要であることがわかった。

 瀋陽市には比較的高級な高齢者施設はないが、中上
流層を対象とした場合でも、高額の費用負担を期待す
ることは難しいことがわかった。

 現時点では、需要が顕在化しつつある介護型有料老
人ホームから開始すべきで、適切な運営支援料（委託
料の一部）を設定できれば、施設運営会社の事業の成
立可能性は高いことがわかった。

 調査（高齢者サービス対象者の市場、施設の実態、施
設スタッフの実態）

 日本式の介護スタッフ育成プログラムの中国人への適
用実証

 中国人高齢者による日本式高齢者サービスの体験実
証

 高齢者サービス提供内容の策定

 事業計画の策定

日揮高齢者サービス事業201412
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中国／日本との関わり

経済産業省の主な医療国際化関連事業（8/12）

（出所） 経済産業省ホームページ

医療国際化事業（つづき）

実施結果実施内容代表団体テーマ実施年ＮＯ.

 日本式透析普及に向けた拠点の整備、導入施設の獲
得（301病院を北京地域の拠点病院として選定、上海
市楊浦区中医病院を拠点病院と選定、大連JMS内に
CDDS テクニカルセンターを開設。）

 日本式透析普及に関する現地側意識の醸成、実地訓
練による導入検討機関の意思決定促進

 中国の透析患者は38万人にのぼり、末期腎不全患者
に至っては200万人とも言われており、その治療成績
は十分ではなく、透析導入後の生命予後は平均的に2
～3年程度のレベルである。

 ジェイ・エム・エスは、日本の優れた透析医療を中国に
持ち込むため、2014年にセントラルシステムの販売承
認を取得し、翌年に中国人民解放軍総病院（301病院）
での採用が決定した。しかしながら現状の中国では施
設も看護スタッフも大きく不足している状況である。

 そこで、北京、大連、上海の3カ所で拠点病院を選定す
る。また、大連地区でテクニカルセンターの開設を行
い、中国人医療スタッフの研修を通じた人材育成や、
中国の学会等と連携したセミナー・機器展示等による
日本式透析の啓発活動を行う。

ジェイ・エム・エ
ス

透析医療提供201613

 上海市の介護施設の設計に関する要件と課題を明確
にし、施工管理の要点を整理した。日中の高齢者の生
活／習慣/看取り等の相違点を踏まえ、日本の特別養
護老人ホームのユニットケアの概念を導入できる動線
にすべく、介護棟の建築設計段階から協議を進めた。

 日本各地の介護施設経営者や介護職員、建築や医
療・看護・福祉分野の専門家からなる調査団を上海に
派遣し、中国の看護・介護制度、既存民間介護事業の
実態、「櫻花家園養老院」の建設許認可の過程、介護
用具の販売状況、人材供給拠点である上海健康医療
学院等を視察調査し、人材教育、介護・リハビリテー
ション技術、健康指導やQOLへの意識等を整理した。

 日本製福祉用具・機器の輸出導入に関する課題を整
理した。

 急速に高齢化が進む中国では、公的な介護制度が未
整備で、介護に関わる技術・設備やビジネス・ノウハウ
も不足しており、歴史・実績があり質の高い日本の介
護技術・サービスへの期待が非常に大きい。

 介護施設・技術（ハード）とサービス（ソフトと運用）を
パッケージ化した日式介護モデルのアウトバウンド要
件調査を踏まえ、日本発の介護スキームのデファクト
スタンダード実現を目的とする。

 2年後の開業を目指す「櫻花家園養老院」を実証調査
対象として、上海に調査団を派遣し介護事業を取り巻く
環境（法制・資格、施設・設備、教育制度等）を調査し
課題を整理して、介護事業アウトバウンド展開のフィジ
ビリティを分析する。

ヘルスケア・デ
ザイン・ネット

ワーク
上海介護拠点促進201614
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中国／日本との関わり

経済産業省の主な医療国際化関連事業（9/12）

（出所） 経済産業省ホームページ

医療国際化事業（つづき）

実施結果実施内容代表団体テーマ実施年ＮＯ.

 高齢者を対象に「介護予防」イベントを実施

 介護予防の普及活動を実施

 福祉用具に関する専門的な知識を有する人材育
成の実施

 社区の実態調査を実施

 介護先進国である日本の介護サービス事業者、福祉用具
メーカーおよび最先端の介護予防プログラム開発事業者
が一体となって、中国各地域の社区（小規模な地域コミュニ
ティ）をターゲットに日本の地域包括ケアシステムのパッ
ケージ輸出を行い、日本の介護サービスモデルを確立す
る。また、福祉用具専門相談員制度の構築を通じて福祉用
具に関する知見を中国に広げ、日本の福祉用具の販路拡
大を目指す。

 中国国民が、要介護状態となっても住み慣れた地域で自
分らしい生活を続けることができる地域包括ケアシステム
を行政関係者、医療機関、民間事業者と共に築き、戦略的
互恵関係を構築する。

ニチイ学館
地域包括ケア

システムの構築201615

 現地医療機関でトライアルを実施

 オンライン問診・診療システムについて一定の現地化

 中国の現地提携医療機関内に「日本遠隔診療センター」を
設立・運営し、日本のオンライン問診・診療プログラムを提
供

インテグリティ・
ヘルスケア

オンライン問診201716

 日本人医師によるセカンドオピニオン、訪日医療希望
患者のスクリーニング等を実施

 日中間遠隔医療支援センターを設置し、医療ICT人材を育
成することを通じ、中国国内での遠隔医療普及を図る

ViewSend ICT
医療ICT人材

育成
201717

 友好医院に日中医療交流室を設置し、医療人材間の
技術交流、訪日受診希望患者の窓口として活用

 中日友好医院を対象に日本式医療拠点の再構築と訪日受
診者の拡大を一体化して強化するための現地拠点を構築

医療法人
鉄蕉会

遠隔医療
ネットワーク構築

201718

 市政府向け介護認知普及活動を実施

 日本式介護教育研修を実施

 日本の民間介護事業者の進出促進のために、文化的障壁
に適応し、また収支バランス上も成立するビジネスモデルを
構築

ニチイ学館介護
2017
201819

 介護スタッフに「日本の介護」を伝える研修を実施

 介護機器メーカーと協力し上海進出をテーマにシンポ
ジウム等を開催

 上海市浦東新区を事業運営拠点とする大型介護施設建
設、運営により、心身の状態に応じた日本の介護サービス
を提供

NPOヘルスケ
ア・デザイン・
ネットワーク

介護201720
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中国／日本との関わり

経済産業省の主な医療国際化関連事業（10/12）

（出所） 経済産業省ホームページ

医療国際化事業（つづき）

実施結果実施内容代表団体テーマ実施年ＮＯ.

 リーガル調査の実施

 シンポジウムの開催

 日中共同医療施設運営における最適な
運営体制を検証・ビジネスモデルを策定

 中国現地事業者（不動産事業者、不動産事業者以外のヘルスケア
産業参入希望事業者）の経営資源と日本側医療機関の医療施設運
営ノウハウを統合し、日中共同医療施設運営ビジネスモデルを構築
することにより、日本側医療機関が安定的に日本医療を海外にて提
供できる環境を構築する。

社会医療法人
緑泉会
米盛病院

ヘルスケア拠点構
築

201821

 現地センター設立準備

 中国内の医療機関を対象としたリハビリ
テーション実態調査

 中国・珠海市において、日本のリハビリテーションを提供する「リハビ
リセンター」、及 びリハビリテーション・介護技術指導を行う「人材研
修センター」を立ち上げることを目指す。

医療法人社団
大坪会

リハビリテーショ
ンサービス

201822

 現地調査

 セミナーの実施

 現地医療従事者の日本への招聘（施設見
学）の実施

 現地での人材育成研修の開催

 中国における健診・指導施設モデルを策
定・準備

 青島市内にあるウェイター・メディック（本補助事業の拠点を当該クリ
ニック内に設立予定）は、2017 年後半から施設の拡充として 3 フロ
アー（床面積約 3,000平米）において外来と入院ベッド数 22 床の増
床を計画している。この施設内に、日本の医療機関が持つノウハ ウ
を活かすと共に、AI 技術を活用した健康管理サービ スや画像診断
サービス、生活習慣改善のための短期入院サービスを提供し、半健
康人の健康管理を実施する健康管理センターを医療拠点として構築
する。

アルキメディカ
株式会社

AI を用いる 健
診・ヘルスケアク
リニックの設立

2018
201923

 認知症ケア専門施設の開設

 セミナーの開催

 認知症ケア教育のためのマニュアル整備認
知症早期発見拠点の設置

 フォーラムの開催

 中国における認知症包括ケア拠点を事業として展開すべく、本補助
事業ではその需要の実証を行うことが目的である。

メディカル・ケ
ア・サービス株
式会社

認知症ケア202024

 市場調査

 在宅訪問実証調査

 シンポジウムの開催

 南京市でワンストップサービスの拠点を構築することで、あらゆる所
得層の高齢者へ適切な介護サービス提 供を可能とし、南京市ひい
ては中国全土へ介護福祉分野で貢献することが当コンソーシアムの
長期的目標である。

エフビー介護
サービス株式会
社

認知症ケア202025

現地調査

人間ドックセンターの設立準備
 女性医療機関および人間ドックセンターのビジネスモデルの構築を実

現し、将来的に中国のその他俊哉、アジアの国々への展開を進めて
いきたい。

さがらウィメンズ
ヘルスケアグ
ループ

人間ドッグセン
ター

202026
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中国／日本との関わり

経済産業省の主な医療国際化関連事業（11/12）

（出所） 経済産業省ホームページ

医療国際化事業（つづき）

実施結果実施内容代表団体テーマ実施年ＮＯ.

 患者向け遠隔画像診断サービスに対す
る調査

 患者向け遠隔画像診断サービスの設計
開発

 患者向け遠隔画像診断サービスの検証

 事業化に向けた課題抽出

 事業化準備

 中国人患者に対して、日本で確立された健康診断・人間ドックの高
品質な画像診断を遠隔画像診断サービスとして提供するため、中国
国内拠点構築を目指す。

 中国国内の複数の健診施設・医療機関と、約800名の放射線診断専
門医資格を持つ契約読影医を当該拠点を介して遠隔インフラでつな
ぐことで、中国全土における面的転回を実現し、中国国内の予防医
療の高度化に寄与する。

 中国上海市を拠点都市、上海および浙江省をターゲットとする。

株式会社ドク
ターネット

遠隔画像診断202027

 日中間/中国国内のオンライン症例コン
サルテーション

 遠隔医療支援に関連する中国における
法規制等の調査

 オンライン・中国現地での実習

 日本招へい研修

 SPDニーズ調査

 東京大学医学部付属病院と連携協定を締結している北京協和医院
等に対して、医療ICTを用いて、日本式糖尿病チーム医療等に関す
る遠隔医療研修を行い、医療技術等国際展開の有効性と持続可能
性について調査する。

ViewSend ICT
医療ICTの遠隔医
療支援システム

202428

特記事項セミナーでの主な講演者テーマ内容実施年ＮＯ.

公益財団法人日中医学協会、笹川医学奨学金進修生
同学会が主催

在中国日本国大使館経済部 西川昌登一等書記官
「日本の介護制度について」

日本の介護制度、
中国における外資規制等の

医療制度改革の変容

セミナー

交流会
20131

官民ミッション
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中国／日本との関わり

経済産業省の主な医療国際化関連事業（12/12）

（出所） 経済産業省ホームページ

特記事項セミナーでの主な講演者テーマ内容実施年ＮＯ.

大阪大学医学部附属病院未来開発部国際医療セン
ターが行ったセミナーとの合同開催

大阪大学医学部附属病院国際医療センター
澤芳樹センター長
「阪大発の未来医療を中国へ、そして世界へ！」
大阪大学大学院医学系研究科先進心血管治療学寄附講座
角辻暁特任准教授
「循環器領域における国際化と国際貢献」

－
セミナー

ネットワーキング
20141

留学人材セミナー

特記事項主な内容テーマ内容実施年ＮＯ.

日中の介護サービス・福祉用具に係る協力について
のMOUが11本交換された。また、高齢者産業交流
会においては、日本企業37社の参加の下で商談会
が行われた。

10月23日に北京で開催。高齢化分野に関するシンポジウム、
ジェトロ高齢者産業交流会・福祉用具展示が行われ、日中の
政府関係者、専門家、介護サービス事業者、福祉用具メー
カーなど約450名が参加した。

介護
シンポジウム、

商談会
20181

日中の介護サービス・福祉用具に係る協力について
のMOUが11本交換された。また、商談会において
は、中国側186名、日本企業45社の参加の下で商談
会が行われた。

9月26日に東京で開催。日中の政府関係者、専門家、介護
サービス事業者、福祉用具メーカーなど約370名が参加し、高
齢化分野に関するシンポジウム、商談会に加え、同時期に隣
接会場で開催されているHCR（国際福祉機器展）の視察が行
われた。

介護
シンポジウム、

商談会
20192

日中介護サービス協力フォーラム

国際展開推進事業（補助金）

実施概要参加団体代表団体テーマ実施年ＮＯ.
 ViewSend ICT社が開発する遠隔医療支援システムについて、日中 間のオン

ラインコンサルテーション等における活用可能性を実証調査する。併せて、そ
のための 手段として、日本の医療技術・医療システム等について、研修会等の
実施により、その先駆的な 取組等を中国の医療従事者に紹介し、学会ガイドラ
インへの導入等、日本式医療を中国に浸透さ せることを目指す。具体的には、
ViewSend ICT社と東大病院等がコンソーシアムを組み、東大 病院が連携協
定を締結している病院等に対するシステム紹介・研修等を行い、医療技術等国
際展 開の有効性と持続可能性について調査する。

東京大学医学部付属病院、
株式会社ムトウ

ViewSend ICT
株式会社

中国における医療ICTを有効
活用した医療技術等国際展開

支援実証調査事業
20241
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中国／日本との関わり

外務省の主な医療国際化関連事業

 外務省による医療関連事業は確認できなかった。

（出所） 外務省ホームページ
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中国／日本との関わり

厚生労働省と中国国家衛生健康委員会の協力覚書（MOC）締結状況

 2018年5月、加藤 厚生労働大臣は、王毅 中国国務委員兼外交部長と衛生および医学科学に関するMOCに署名した。

締結状況

 2018年5月、安倍総理大臣と李克強総理の立ち会い
の下で署名

保 健医 療

『日本国厚生労働省と中華人民共和国国家衛生健康委員会

との衛生および医学科学に関する協力覚書』

協力推進

• 公衆衛生政策、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジに関する政策等

を含めた衛生政策

• 感染症対策（新興・再興感染症、鳥インフルエンザにおけるヒト感

染および新型インフルエンザ、性感染症等を含む）

• 非感染性疾患対策（循環器病、がん等を含む）

• 病院管理

• 伝統医療

• 人的資源開発

• 薬剤耐性対策

• 衛生応急管理と緊急医療救援

• 患者の安全と血液の安全管理

• 健康長寿と家庭保健

• その他、双方の共通課題

主な協力対象領域

（出所） 厚生労働省ホームページ
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中国／日本との関わり

厚生労働省が関係するその他の協力覚書（MOC）締結状況

（出所） 厚生労働省ホームページ

 厚生労働省が関係するその他のMOCは確認できなかった。
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中国／日本との関わり

厚生労働省の主な医療国際化関連事業

国際的な課題、日本の医療政策や社会保

障制度等に見識を有する者、日本の医療

従事者や医療関連産業の技術者等を関係

国へ派遣すること、および

諸外国から医療従事者や保健・医療関係

者等を受け入れることを実施

事業名事業実施機関名実施年ＮＯ.

RS（レギュラトリーサイエンス）研究推進のための人材育成支援日本製薬工業協会20171

医療技術等国際展開推進事業

（出所） 国立国際医療研究センター（NCGM）ホームページ

 2015年度から「医療技術等国際展開推進事業」を実施している。

2015年～ 医療技術等国際展開推進事業を開始

目的

日本の医療制度に関する経験の
共有、医療技術の移転や高品質
な日本の医薬品、医療機器の国
際展開を推進

中国を対象と
した事業 件実施

（2017年度）

1



105

中国／日本との関わり

文部科学省の主な医療国際化関連事業

（出所）国立研究開発法人日本医療研究開発機構（AMED）ホームページ、東京大学医科学研究所アジア感染症研究拠点ホームページ

感染症研究国際展開戦略プログラム

東京大学医科学研究所（医科研）は「新興・再興感染症研究拠点形成プログラム」に採択され、2005年度から北京市に2拠点、ハルビン市に1拠点をおいて、
感染症に関する日中共同研究を推進。その後、「感染症研究国際ネットワーク推進プログラム」を経て、2015年度からは、日本医療研究開発機構「感染症研
究国際展開戦略プログラム」に参画し、『中国拠点を連携中心とした新興・再興感染症制御に向けた基盤研究』を実施している。

 2015年度より、「感染症研究国際展開戦略プログラム※」を実施。

※ 国立研究開発法人日本医療研究開発機構（AMED）の事業（2015～2019年度）。アジア・アフリカに整備した海外研究拠点を活用し、各地で蔓延する感染症の病原体に対する疫学研究、診断治療薬等の基礎的研究を

推進し、感染制御に向けた予防や診断治療に資する新しい技術の開発、高度専門人材の育成を図る。また、全国の大学・研究機関との共同研究体制を強化すると共に、海外研究拠点における研究課題の重点化および
研究基盤の強化を推進する。本事業は第3期にあたり、第1期「新興・再興感染症研究拠点形成プログラム（2005～2009年度）」、第2期「感染症研究国際ネットワーク推進プログラム（2010～2014年度）」を文部科学省
の事業として実施した。

2005年から

日中連携研究室
設置

中国科学院

生物物理研究所

 デングウイルスを含むエンベ
ロープウイルス感染制御のた
めの基礎研究

デングウイルス

中国農業科学院

微生物研究所

 HIV-1複製における宿主因子
の解析

 ウイルス性下痢症の疫学研究

HIV

ハルビン獣医研究所

 新規インフルエンザ診断用試薬
ならびに予防治療抗体の開発

インフルエンザ

 デングウイルスを含むエンベ
ロープウイルス感染阻止化合
物のスクリーニング

デングウイルス

北京拠点 ハルビン副拠点

国立感染症
研究所

 薬剤耐性菌の疫学情報収集体
制の構築

薬剤耐性菌

共同研究

北京協和病院

東京大学
医科学研究所

連携

運営統括
中国における感染症情報収集

北京
プロジェクトオフィス
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中国／日本との関わり

JICAの主な医療国際化関連事業（1/2）

関係者
事業形態

事業費
（億円）

事業名事業時期ＮＯ.
中国側日本側

衛生庁円借款弁公室なし
有償技術支援

－附帯プロ
-円借款公衆衛生基礎整備事業研修（黒龍江）

2010～
20111

広州医学院第一附属医院、増城市
婦幼保健院、雲浮市人民病院、佛
山市順徳区桂州医院

神戸市立医療センター中央市民
病院

草の根技協※

（地域提案型）
-

地域に根ざした院内感染対策活動推進プロジェ
クト

2010～
20132

中国桂林市中医病院
熊本大学環境保健学分野、大学
付属病院、熊本機能病院リハビリ
医療センター

草の根技協※

（地域提案型）
-

中国の桂林市リハビリ医療センター人材育成支
援プロジェクト

2010～
20133

中国衛生・計画生育委員会中日友好
病院院長、中国衛生・計画生育委員会
中日友好病院国際医学交流合作処処
長、中国衛生部中日友好病院国際医
学交流合作処スタッフ、プロジェクト対
象地域の各級衛生庁、衛生局、病院

-
有償技術支援

－附帯プロ
-衛生技術プロジェクト

2010～
20154

石家庄疾病予防コントロールセン
ター

愛知県健康づくり振興事業団
草の根技協※

（地域提案型）
-

生活習慣病予防対策における保健指導および
教育普及の技術支援

2011～
20145

（出所） JICA ホームページ

※ 「草の根・人間の安全保障無償資金協力」の事業の1つ。開発途上国の地方公共団体や途上国において活動しているNGO等が現地において実施する比較的小規模なプロジェクト（原則1,000万円以下の案件）に対し、
資金協力を行うもの。開発途上国の草の根レベルに直接裨益するきめの細かい援助であり、また、 機動的な対応が可能な「足の速い援助」であるという特徴を有している。
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中国／日本との関わり

JICAの主な医療国際化関連事業（2/2）

関係者
事業形態

事業費
（億円）

事業名事業時期ＮＯ.
中国側日本側

国家衛生計画生育委国際合作司、国
家人口計生委科学技術研究所（中国
側プロジェクト弁公室）、家庭発展司、
宣伝司、基層衛生司、疾病予防コント
ロール局、母子保健サービス司、計画
生育・基礎指導局発展企画司、人事司
および関連司（庁）、省人口計生委科
学技術処および関連処室、市人口計
生委、県人民政府、県人口計生委（局）、
パイロット地区の政府、衛生、教育、財
政等関係機関

国立保健医療科学院技術協力
5.5

（日本側）
家庭保健を通じた感染症予防等健康教育強化
プロジェクト

2011～
20166

遼寧省疾病予防コントロールセン
ター

神奈川県衛生研究所、神奈川県
国際課

草の根技協※

（地域提案型）
-公衆衛生分野における人材育成事業

2012～
20157

広東省生産力促進センター、広東
省科学技術庁、衛生庁、農業庁

兵庫県、太平洋人材交流センター、
食品検査センター、保健所、関連企
業等

草の根技協※

（地域提案型）
-

中国広東省における食の安全安心と食育の推
進

2012～
20158

国家衛生部、中国疾病予防コント
ロールセンター

厚生労働省健康局結核感染症課、国
立感染症研究所、国立国際医療研究
センター、結核予防会結核研究所、
川崎市衛生研究所

有償技術支援
－附帯プロ

-国家級公衆衛生政策計画管理プロジェクト
2012～
20169

寛度職業訓練学校-
草の根技協※

（支援型）
-

黒竜江省ハルビン市における医療教育プロジェ
クト

2014～
201710

国家衛生計画生育委員会 中日友
好病院

-技術協力プロ
ジェクト

-
パンデミックインフルエンザ等新興／再興感染症
等対策プロジェクト

2016～
202111

--技術協力プロ
ジェクト

-
地域公衆衛生サービス提供能力および感染症
対策能力強化プロジェクト

2017～
202112

浙江省医学科学院-技術協力プロ
ジェクト

-日中石綿関連癌診断能力向上プロジェクト
2018～
202213

（出所） JICA ホームページ

※ 「草の根・人間の安全保障無償資金協力」の事業の1つ。開発途上国の地方公共団体や途上国において活動しているNGO等が現地において実施する比較的小規模なプロジェクト（原則1,000万円以下の案件）に対し、
資金協力を行うもの。開発途上国の草の根レベルに直接裨益するきめの細かい援助であり、また、 機動的な対応が可能な「足の速い援助」であるという特徴を有している。
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中国／日本との関わり

AMEDの主な関連事業（1/2）

（注）当該国との共同研究や、当該国を主な対象とした研究開発課題を中心に抽出した。
（出所） AMEDホームページ

概要代表研究機関研究開発課題プロジェクト実施年ＮＯ.

 現地訪問し、実情に併せた共同研究プロジェクトを創案し、また各国研
究者を感染研に招聘し、検査技術診断研修、共同研究セミナー、感染
症制御セミナーを実施

 出血熱ウイルス、呼吸器ウイルス、肺炎球菌およびレジオネラ属菌等
に関する研究

国立感染症研究所
アジアの感染症担当研究機関とのラ
ボラトリーネットワークの促進と共同
研究体制の強化に関する研究

新興・再興感染
症制御プロジェク

ト

2014～
20161

 母子保健領域をモデルとして、各種指標の有効性と限界を検討。保健
政策の真の目標となる最終アウトカムに直結し、かつ国・地域の状況
に即したコア指標を作成

 日本（高所得国）、中国（中所得国）、バングラデシュ（低所得国）を対象
国にして、小児肥満を例に成人期以後の疾病負担アウトカムに関わる
予測モデルを作成

国立研究開発法人
国立成育医療研究

センター

地球規模モニタリングフレームワーク
における各種指標の検証と科学的根
拠に基づく指標決定プロセスの開発

その他
2014～
20162

 漢方・鍼灸治療に関連する国際規格の検討、発行

 中国における単味の生薬エキス製剤の製造状況、中医薬大学病院に
おける利用状況について調査

 中国国家中医薬管理局が発信する「中国中医薬網」の分析

東京有明医療大学

ISO／TC249における国際規格策定
に資する科学的研究と調査および統
合医療の一翼としての漢方・鍼灸の
基盤研究

その他
2014～
20183

 病院の手術部門を対象として、米国・英国・中国において適用されて
いる施設基準・指針の構成・内容について、日本の状況比較を実施
（他、全6研究を実施）

国立保健医療科学
院

国際保健課題のモニタリングフレーム
ワークの実現可能性に関する研究

その他
2015～
20164

※「文部科学省の主な医療国際化関連事業」に詳細記載東京大学
中国拠点を連携中心とした新興・再興
感染症制御に向けた基盤研究

新興・再興感染
症制御プロジェク

ト

2015～
20195
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中国／日本との関わり

AMEDの主な関連事業（2/2）

（注）当該国との共同研究や、当該国を主な対象とした研究開発課題を中心に抽出した。
（出所） AMEDホームページ、東京大学医科学研究所ホームページ

概要代表研究機関研究開発課題プロジェクト実施年ＮＯ.

 北京の中国科学院・微生物研究所に日中連携研究室を形成・運営す
ると共に、ハルビンの中国農業科学院・獣医研究所と共同研究を行う

東京大学
中国拠点を基軸とした新興・再興およ
び輸入感染症制御に向けた基盤研究

新興・再興感染
症制御プロジェク

ト
2020～6
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中国／日本との関わり

JETROの主な医療国際化関連事業

 下記の他、2018年11月の「第1回中国国際輸入博覧会」（上海）では、「医療機器・医薬保健」など5分野に関するジャパンパビ

リオンを出展した。

 医療機器分野におけるアジア太平洋

地域最大の専門見本市

 ジャパンパビリオンを出展

「中国国際医療機器博覧会（CMEF）」 各種レポートの公開

 上海にヘルスケアの専門家（海外コーディネー

ター）を配置し、中小企業からの問い合わせに

対し、現地の感覚・目線で回答するサービスを

実施している。

海外コーディネーターによる輸出支援相談サービス

（出所） JETRO ホームページ、JETRO「JETROの医療等海外展開支援の取り組み」（2013年）

リンク年レポート

https://www.jetro.
go.jp/world/report
s/2014/07001795.
html

2014
中国の医療機器市場調査（基礎データ収集）/中国の
医療機器関連市場調査（具体的事例など）

rp_medical_cn_2
01503.pdf

2015中国政府による国産医療機器優遇政策に関する調査

rp_senior_service
bzCn201603.pdf

2016中国高齢者サービス企業展開事例調査

rp-helth201603-
1703.pdf

2016主要国・地域の健康長寿関連市場の動向調査

cnrp_201712.pdf2017中国における福祉機器・用品市場調査

201712cnrp.pdf2017中国における高齢者産業関連政策動向調査

201807cnrp.pdf2018中国における企業・大学・病院との共同研究開発にお
ける法的リスクヘッジポイント

rpcn-201901.pdf2019中国の社会保険制度と北京市、天津市の実務


